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建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準（平成十一年通商産業省・建設省告示第一号）の一部を改正する

告示案 

○ 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準（平成十一年通商産業省・建設省告示第一号）（抄） 

 （傍線部分は改正部分） 

改正案 現行 

１ 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止 

１－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、建築物の外壁、窓

等を通しての熱の損失の防止を図ること。 

(1) 外壁の方位、室の配置等に配慮して建築物の配置計画及び

平面計画を策定すること。 

(2) 外壁、屋根、床、窓及び開口部を断熱性の高いものとする

こと。 

(3) 窓からの日射の適切な制御が可能な方式の採用、緑化の促

進等により日射による熱負荷の低減を図ること。 

１－２ 建築物(別表第１(8)項に掲げる用途に供するものを除く。

以下１－２から１－５までにおいて同じ。)の外壁、窓等に関

して１－１に掲げる事項に係る措置が的確に実施されている

かどうかについての判断は、１－３ によるものとする。ただ

し、延べ面積が 5,000 平方メートル以下の建築物の外壁、窓

等に関しては、１－３によるほか１－４によることができ、ま

た、延べ面積が 2,000 平方メートル未満の建築物の外壁、窓

等に関しては、１－３又は１－４によるほか、１－５によるこ

とができる。 

１－３ 建築物の屋内周囲空間(地階を除く各階の外壁の中心線か

ら水平距離が５メートル以内の屋内の空間、屋根の直下の階の

屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以

下同じ。)の年間熱負荷を各階の屋内周囲空間の床面積の合計

(単位 平方メートル)で除して得た数値が、別表第１(ろ)欄の

各項に掲げる数値に規模補正係数を乗じて得た数値以下とな

１ 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止 

１－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、建築物の外壁、窓

等を通しての熱の損失の防止を図ること。 

(1) 外壁の方位、室の配置等に配慮して建築物の配置計画及び

平面計画を策定すること。 

(2) 外壁、屋根、床、窓及び開口部を断熱性の高いものとする

こと。 

(3) 窓からの日射の適切な制御が可能な方式の採用、緑化の促

進等により日射による熱負荷の低減を図ること。 

１－２ 建築物(別表第１(8)項に掲げる用途に供するものを除く。

以下１において同じ。)の外壁、窓等に関して１－１に掲げる

事項に係る措置が的確に実施されているかどうかについての

判断は、１－３によるものとする。ただし、延べ面積が 5,000 

平方メートル以下の建築物(別表第１(3)項に掲げる用途に供

するもののうち暑熱地域(沖縄県、鹿児島県トカラ列島・奄美

諸島及び東京都小笠原支庁をいう。１－４ において同じ。)

内にあるものを除く。)の外壁、窓等に関しては、１－３ によ

るほか１－４ によることができる。 

１－３ 建築物の屋内周囲空間(地階を除く各階の外壁の中心線か

ら水平距離が５メートル以内の屋内の空間、屋根の直下の階の

屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以

下同じ。)の年間熱負荷を各階の屋内周囲空間の床面積の合計

(単位 平方メートル)で除して得た数値が、別表第１(ろ)欄の

各項に掲げる数値に規模補正係数を乗じて得た数値以下とな

資料２－２



- 2 - 

るようにするものとする。この場合において、屋内周囲空間の

年間熱負荷及び規模補正係数は、次の(1)及び(2)に定めるとこ

ろによるものとする。 

１－４ 延べ面積が 5,000 平方メートル以下の建築物の外壁、窓等

のうちエネルギーの使用上主要なものに関しては、次の(1)か

ら(4)までに掲げる評価点の合計に、建築物の用途及び地域の

区分に応じて表第１－１に掲げる値を加えた数値が 100 以上

となるようにするものとする。 

(1) 建築物の配置計画及び平面計画に関する評価点は、各項目

に係る措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数を合計

したものとする。 

項 目 措置状況 点数 

南又は北(アスペクト比が3/4未満

のものに限る。) 

６ 

東又は西(アスペクト比が3/4未満

のものに限る。) 

０ 

建築物の

主方位 

上記に掲げるもの以外 ３ 

アスペクト比が3/4以上（ダブルコ

アのものに限る。） 

８ 

アスペクト比が3/4以上（ダブルコ

アのものを除く。） 

５ 

アスペクト比が3/8以上3/4未満 ４ 

アスペクト比が3/8未満（ダブルコ

アのものに限る。） 

３ 

建築物の

形状 

アスペクト比が3/8未満（ダブルコ

アのものを除く。） 

０ 

ダブルコア 12 コアの配

置 建築物の1つの側面にのみコアを

配置 

６ 

るようにするものとする。この場合において、屋内周囲空間の

年間熱負荷及び規模補正係数は、次の(1)及び(2)に定めるとこ

ろによるものとする。 

１－４ １－２のただし書に掲げる建築物の外壁、窓等のうちエネ

ルギーの使用上主要なものに関しては、次の(1)から(4)までに

掲げる評価点の合計に、建築物の用途及び地域の区分に応じて

表第１に掲げる値を加えた数値が 100 以上となるようにする

ものとする。 

(1) 建築物の配置計画及び平面計画に関する評価点は、各項目

に係る措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数を合計

したものとする。 

項 目 措置状況 点数 

南又は北(アスペクト比が3/4未満

のものに限る。) 

６ 

東又は西(アスペクト比が3/4未満

のものに限る。) 

０ 

建築物の

主方位 

上記に掲げるもの以外 ３ 

アスペクト比が3/4以上（ダブルコ

アのものに限る。） 

８ 

アスペクト比が3/4以上（ダブルコ

アのものを除く。） 

５ 

アスペクト比が3/8以上3/4未満 ４ 

アスペクト比が3/8未満（ダブルコ

アのものに限る。） 

３ 

建築物の

形状 

アスペクト比が3/8未満（ダブルコ

アのものを除く。） 

０ 

ダブルコア 12 コアの配

置 建築物の1つの側面にのみコアを

配置 

６ 
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上記に掲げるもの以外 ０ 

3.5 メートル未満 ４ 

3.5 メートル以上4.5 メートル未

満 

２ 

建築物の

平均階高 

4.5 メートル以上 ０ 

１「主方位」とは、外壁の方位のうち、窓の面積の合計が最も

大きい外壁の方位をいう。 

２ 「ダブルコア」とは、建築物の同一ではない側面にコアを2

以上配置することをいう。 

３ 「平均階高」とは、各階の床面からその直上階の床面までの

高さを平均したものをいう。 

(2) 外壁及び屋根の断熱性能に関する評価点は、一般地域(寒冷

地域(北海道、青森県、岩手県及び秋田県をいう。以下同じ。)

及び暑熱地域（沖縄県、鹿児島県トカラ列島・奄美諸島及び東

京都小笠原支庁をいう。以下同じ。）を除く地域とする。以下

同じ。)及び寒冷地域にあっては地域の区分及び各項目に係る

措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数を合計したも

のとし、暑熱地域にあっては０とする。ただし、一の項目に係

る措置状況が二以上に該当するときは、断熱材の厚さを面積加

重平均した値により判断するものとする。 

地域 項目 措置状況 点数

厚さが20ミリメートル以上の吹付け硬質ウレタ

ンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性

能を有する断熱材を使用 

30 

厚さが15ミリメートル以上20ミリメートル未満

の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他こ

れに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 

15 

一般

地域 

外壁 

上記に掲げるもの以外 ０ 

上記に掲げるもの以外 ０ 

3.5 メートル未満 ４ 

3.5 メートル以上4.5 メートル未

満 

２ 

建築物の

平均階高 

4.5 メートル以上 ０ 

１ 「主方位」とは、外壁の方位のうち、窓の面積の合計が最も

大きい外壁の方位をいう。 

２ 「ダブルコア」とは、建築物の同一ではない側面にコアを2

以上配置することをいう。 

３ 「平均階高」とは、各階の床面からその直上階の床面までの

高さを平均したものをいう。 

(2) 外壁及び屋根の断熱性能に関する評価点は、一般地域(寒冷

地域(北海道、青森県、岩手県及び秋田県をいう。以下１－４

において同じ。)及び暑熱地域を除く地域とする。以下１－４

において同じ。)及び寒冷地域にあっては地域の区分及び各項

目に係る措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数を合

計したものとし、暑熱地域にあっては０とする。ただし、一の

項目に係る措置状況が二以上に該当するときは、断熱材の厚さ

を面積加重平均した値により判断するものとする。 

 

地域 項目 措置状況 点数

厚さが20ミリメートル以上の吹付け硬質ウレタ

ンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性

能を有する断熱材を使用 

30 

厚さが15ミリメートル以上20ミリメートル未満

の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他こ

れに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 

15 

一般

地域 

外壁 

上記に掲げるもの以外 ０ 
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厚さが50ミリメートル以上のポリスチレンフォ

ーム板その他これに相当する断熱性能を有する

断熱材を使用又は屋根の面積の40パーセント以

上にあたる屋上の部分に緑化施設を整備 

20 

厚さが25 ミリメートル以上50ミリメートル未満

のポリスチレンフォーム板その他これに相当す

る断熱性能を有する断熱材を使用 

10 

屋根 

上記に掲げるもの以外 ０ 

厚さが40ミリメートル以上の吹付け硬質ウレタ

ンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性

能を有する断熱材を使用 

20 

厚さが20ミリメートル以上40ミリメートル未満

の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他こ

れに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 

10 

外壁 

上記に掲げるもの以外 ０ 

厚さが100ミリメートル以上のポリスチレンフォ

ーム板その他これに相当する断熱性能を有する

断熱材を使用又は屋根の面積の40パーセント以

上にあたる屋上の部分に緑化施設を整備 

10 

厚さが50ミリメートル以上100ミリメートル未満

のポリスチレンフォーム板その他これに相当す

る断熱性能を有する断熱材を使用 

５ 

寒冷

地域  

屋根 

上記に掲げるもの以外 ０ 

１ 「吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材」とは、日本工業規格

（以下「JIS」という。）Ａ9526(吹付け硬質ウレタンフォーム断

熱材)に規定する吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材をいう。 

２ 「ポリスチレンフォーム板」とは、JISＡ9511(発泡プラスチ

ック保温材)に規定する押出法ポリスチレンフォーム保温板を

いう。   

厚さが50ミリメートル以上のポリスチレンフォ

ーム板その他これに相当する断熱性能を有する

断熱材を使用又は屋根の面積の40パーセント以

上にあたる屋上の部分に緑化施設を整備 

20 

厚さが25 ミリメートル以上50ミリメートル未満

のポリスチレンフォーム板その他これに相当す

る断熱性能を有する断熱材を使用 

10 

屋根 

上記に掲げるもの以外 ０ 

厚さが40ミリメートル以上の吹付け硬質ウレタ

ンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性

能を有する断熱材を使用 

20 

厚さが20ミリメートル以上40ミリメートル未満

の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他こ

れに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 

10 

外壁 

上記に掲げるもの以外 ０ 

厚さが100ミリメートル以上のポリスチレンフォ

ーム板その他これに相当する断熱性能を有する

断熱材を使用又は屋根の面積の40パーセント以

上にあたる屋上の部分に緑化施設を整備 

10 

厚さが50ミリメートル以上100ミリメートル未満

のポリスチレンフォーム板その他これに相当す

る断熱性能を有する断熱材を使用 

５ 

寒冷

地域 

屋根 

上記に掲げるもの以外 ０ 

１ 「吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材」とは、日本工業規格 Ａ

9526-1994(吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材)に規定する吹

付け硬質ウレタンフォーム断熱材をいう。 

２ 「ポリスチレンフォーム板」とは、日本工業規格 Ａ9511-1995(

発泡プラスチック保温材)に規定する押出法ポリスチレンフォ

ーム保温板をいう。   
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(3) 窓の断熱性能に関する評価点は、一般地域及び寒冷地域に

あっては地域の区分及び措置状況に応じてそれぞれ次の表に

掲げる点数とし、暑熱地域にあっては０とする。 

地域 措置状況 点数 

総合窓熱貫流率が0.75未満 30 

総合窓熱貫流率が0.75以上1.00 未満 25 

総合窓熱貫流率が1.00以上1.25 未満 20 

総合窓熱貫流率が1.25以上1.50 未満 15 

総合窓熱貫流率が1.50以上2.00 未満 10 

総合窓熱貫流率が2.00以上2.50 未満 ５ 

一般地域 

総合窓熱貫流率が2.50以上 ０ 

総合窓熱貫流率が0.25未満 90 

総合窓熱貫流率が0.25以上0.50 未満 75 

総合窓熱貫流率が0.50以上0.75 未満 60 

総合窓熱貫流率が0.75以上1.00 未満 45 

総合窓熱貫流率が1.00以上1.25 未満 30 

総合窓熱貫流率が1.25以上1.50 未満 15 

寒冷地域 

総合窓熱貫流率が1.50以上 ０ 

総合窓熱貫流率Ｕｔは、次の式によって計算した数値とする。 

 

Ｕｔ = ΣＵi×ａwｉ／Ａ 

 この式において、Ｕi 、ａwｉ及びＡは、それぞれ次の数値を表す

ものとする。 

Ｕi 熱貫流率(単位 １平方メートル１ケルビンにつきワット)

ａwｉ 空気調和を行う室に係る窓の面積(単位 平方メートル) 

Ａ  空気調和を行う室に係る外壁の面積の合計(単位 平方メ

ートル) 

(4) 窓の日射遮蔽性能に関する評価点は、地域の区分及び措置

状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数とする。 

(3) 窓の断熱性能に関する評価点は、一般地域及び寒冷地域に

あっては地域の区分及び措置状況に応じてそれぞれ次の表に

掲げる点数とし、暑熱地域にあっては０とする。 

地域 措置状況 点数 

総合窓熱貫流率が0.75未満 30 

総合窓熱貫流率が0.75以上1.00 未満 25 

総合窓熱貫流率が1.00以上1.25 未満 20 

総合窓熱貫流率が1.25以上1.50 未満 15 

総合窓熱貫流率が1.50以上2.00 未満 10 

総合窓熱貫流率が2.00以上2.50 未満 ５ 

一般地域 

総合窓熱貫流率が2.50以上 ０ 

総合窓熱貫流率が0.25未満 90 

総合窓熱貫流率が0.25以上0.50 未満 75 

総合窓熱貫流率が0.50以上0.75 未満 60 

総合窓熱貫流率が0.75以上1.00 未満 45 

総合窓熱貫流率が1.00以上1.25 未満 30 

総合窓熱貫流率が1.25以上1.50 未満 15 

寒冷地域 

総合窓熱貫流率が1.50以上 ０ 

総合窓熱貫流率Ｕｔは、次に掲げる式によって計算したものとす

る。 

Ｕｔ = ΣＵi×ａwｉ／Ａ 

 この式において、Ｕi 、ａwｉ及びＡは、それぞれ次の数値を表す

ものとする。 

Ｕi 熱貫流率(単位 １平方メートル１ケルビンにつきワット)

ａwｉ 空気調和を行う室に係る窓の面積(単位 平方メートル) 

Ａ  空気調和を行う室に係る外壁の面積(窓の面積を含み、屋

根の面積を除く。)の合計(単位 平方メートル) 

(4) 窓の日射遮蔽性能に関する評価点は、地域の区分及び措置

状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数とする。 
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地域              措置状況 点数 

総合窓日射侵入率が0.05未満 90 

総合窓日射侵入率が0.05以上0.10未満 75 

総合窓日射侵入率が0.10以上0.15未満 60 

総合窓日射侵入率が0.15以上0.20未満 45 

総合窓日射侵入率が0.20以上0.25未満 30 

総合窓日射侵入率が0.25以上0.30未満 15 

一般地域 

総合窓日射侵入率が0.30以上 ０ 

総合窓日射侵入率が0.05未満 50 

総合窓日射侵入率が0.05以上0.30未満 25 

寒冷地域 

総合窓日射侵入率が0.30以上 ０ 

総合窓日射侵入率が0.025未満 170 

総合窓日射侵入率が0.025以上0.05未満 140 

総合窓日射侵入率が0.05以上0.10未満 110 

総合窓日射侵入率が0.10以上0.15未満 80 

総合窓日射侵入率が0.15以上0.20未満 50 

総合窓日射侵入率が0.20以上0.25未満 25 

暑熱地域 

総合窓日射侵入率が0.25以上 ０ 

総合窓日射侵入率ηt は、次の式によって計算した数値とする。

    

ηt = Σηi×fi×ａwｉ／Ａ 

 この式において、ηi、fi、ａwｉ及びＡは、それぞれ次の数値を

表すものとする。 

ηi 日射侵入率(窓面に入射する日射のうち、窓を通り抜けて

室内に侵入するものの比率をいう。) 

fi  次の表に定める日よけ効果係数 

 pi≦０ ０＜pi≦３ ３＜pi≦10 10＜pi  

オーバーハング

型のひさし 

   1.00 

     

    0.60     0.90  1.00 

地域              措置状況 点数 

総合窓日射侵入率が0.05未満 90 

総合窓日射侵入率が0.05以上0.10未満 75 

総合窓日射侵入率が0.10以上0.15未満 60 

総合窓日射侵入率が0.15以上0.20未満 45 

総合窓日射侵入率が0.20以上0.25未満 30 

総合窓日射侵入率が0.25以上0.30未満 15 

一般地域

総合窓日射侵入率が0.30以上 ０ 

総合窓日射侵入率が0.05未満 50 

総合窓日射侵入率が0.05以上0.30未満 25 

寒冷地域

総合窓日射侵入率が0.30以上 ０ 

総合窓日射侵入率が0.025未満 170 

総合窓日射侵入率が0.025以上0.05未満 140 

総合窓日射侵入率が0.05以上0.10未満 110 

総合窓日射侵入率が0.10以上0.15未満 80 

総合窓日射侵入率が0.15以上0.20未満 50 

総合窓日射侵入率が0.20以上0.25未満 25 

暑熱地域

総合窓日射侵入率が0.25以上 ０ 

総合窓日射侵入率ηt は、次に掲げる式によって計算したもの

とする。 

   ηt = Σηi×fi×ａwｉ／Ａ 

 この式において、ηi、fi、ａwｉ及びＡは、それぞれ次の数値を

表すものとする。 

ηi 日射侵入率(窓面に入射する日射のうち、窓を通り抜けて

室内に侵入するものの比率をいう。) 

fi  次の表に定める日よけ効果係数 

 pi≦０ ０＜pi≦３ ３＜pi≦10 10＜pi 

オーバーハング

型の庇 

   1.00 

     

    0.60     0.90  1.00 
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サイドフィン型

のひさし 

    0.80 

オーバーハング

型及びサイドフ

ィン型のひさし 

当該ひさしのうちオーバーハング型の部分と

サイドフィン型の部分のそれぞれの日よけ効

果係数を乗じて得た数値 

piは、オーバーハング型のひさしの場合にあっては窓の高さを

ひさしの出寸法(ひさしと窓の上端が離れている場合にあって

は、ひさしの出寸法からひさしと窓の上端との距離を差し引い

たもの)で除した数値とし、サイドフィン型のひさしの場合にあ

っては窓の幅をひさしの出寸法(ひさしと窓の側端が離れてい

る場合にあっては、ひさしの出寸法からひさしと窓の側端との

距離を差し引いたもの)で除した数値とする。 

ａwｉ 空気調和を行う室に係る窓の面積(単位 平方メートル) 

Ａ  空気調和を行う室に係る外壁の面積の合計(単位 平方メ

ートル) 

 

１－５ 延べ面積が 2,000 平方メートル未満の建築物の外壁、窓

等のうちエネルギーの使用上主要なものに関しては、次の(1)

及び(2)に掲げる評価点の合計に、建築物の用途及び地域の区

分に応じて表第１－２に掲げる値を加えた数値が 100 以上と

なるようにするものとする。  

(1) 外壁の断熱性能に関する評価点は、一般地域及び寒冷地域

にあっては地域の区分に係る措置状況に応じてそれぞれ次の

表に掲げる点数とし、暑熱地域にあっては、０とする。 

 

地域 措置状況 点数

一般

地域 

外壁の厚さが20ミリメートル以上の吹付け硬質ウレタ

ンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有

する断熱材を使用 

65 

サイドフィン型

の庇 

    0.80 

オーバーハング

型及びサイドフ

ィン型の庇 

当該庇のうちオーバーハング型の部分とサイ

ドフィン型の部分のそれぞれの日よけ効果係

数を乗じて得た数値 

piは、オーバーハング型の庇の場合にあっては窓の高さを庇の

出寸法(庇と窓の上端が離れている場合にあっては、庇の出寸法

から庇と窓の上端との距離を差し引いたもの)で除した数値と

し、サイドフィン型の庇の場合にあっては窓の幅を庇の出寸法(

庇と窓の側端が離れている場合にあっては、庇の出寸法から庇

と窓の側端との距離を差し引いたもの)で除した数値とする。 

 

ａwｉ 空気調和を行う室に係る窓の面積(単位 平方メートル) 

Ａ  空気調和を行う室に係る外壁（窓の面積を含み、屋根の面

積を除く。）の面積の合計(単位 平方メートル) 
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外壁の厚さが15ミリメートル以上20ミリメートル未満

の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相

当する断熱性能を有する断熱材を使用 

55 

上記に掲げるもの以外 ０ 

外壁の厚さが40ミリメートル以上の吹付け硬質ウレタ

ンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有

する断熱材を使用 

50 

外壁の厚さが20ミリメートル以上40ミリメートル未満

の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相

当する断熱性能を有する断熱材を使用 

35 

寒冷

地域 

上記に掲げるもの以外 ０ 

「吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材」とは、JISＡ9526(吹付

け硬質ウレタンフォーム断熱材)に規定する吹付け硬質ウレタン

フォーム断熱材をいう。 

 

(2) 窓の断熱性能及び窓の日射遮蔽性能に関する評価点は、地

域の区分及び各項目に係る措置状況に応じてそれぞれ次の表

に掲げる点数を合計したものとする。 

 

地域 項目 措置状況 点数 

窓面積比率が20%未満 40 

窓面積比率が20％以上40％未満 25 

窓の面積 

窓面積比率が40％以上 ０ 

低放射複層ガラスを採用 35 

複層ガラス（低放射複層ガラス

を除く。）を採用 

30 

一般地域 

ガラスの種類 

上記に掲げるもの以外 ０ 

窓面積比率が20%未満 25 寒冷地域 窓の面積 

窓面積比率が20％以上40％未満 20 
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窓面積比率が40％以上 ０ 

低放射複層ガラスを採用 15 ガラスの種類 

上記に掲げるもの以外 ０ 

窓面積比率が20%未満 50 

窓面積比率が20％以上40％未満 35 

窓の面積 

窓面積比率が40％以上 ０ 

高性能熱線反射ガラスを採用 20 

熱線反射ガラスを採用 10 

ガラスの種類 

上記に掲げるもの以外 ０ 

出寸法が1.0ｍ以上 20 

出寸法が0.5ｍ以上1.0ｍ未満 15 

暑熱地域 

水平ひさし 

出寸法が0.5ｍ未満 ０ 

１ 「窓面積比率」とは、外壁に占める窓の面積の割合をいう。 

２ 「低放射複層ガラス」とは、JISＲ3106（板ガラス類の透過率・

反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法）に規定する垂直放射

率の値が0.2以下のガラスを１枚以上使用したもの又は垂直放射

率の値が0.35以下のガラスを２枚以上使用したものをいう。 

３ 「複層ガラス」とは、JISＲ3209（複層ガラス）に規定する複

層ガラスをいう。 

４ 「高性能熱線反射ガラス」とは、 JISＲ3221（熱線反射ガラス）

に規定する熱線反射ガラスのうち、日射熱遮へい性による種類が

２種又は３種のものをいう。 

５ 「熱線反射ガラス」とは、JISＲ3221（熱線反射ガラス）に規

定する熱線反射ガラスのうち、日射熱遮へい性による種類が１種

のものをいう。 

 

１－６ 特定建築物の所有者（所有者と管理者が異なる場合にあっ

ては、管理者。以下同じ。）は、次に掲げる事項に配慮し、建

築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－５ 特定建築物の所有者（所有者と管理者が異なる場合にあっ

ては、管理者。以下同じ。）は、次に掲げる事項に配慮し、建

築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図ること。 
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(1) 熱の損失が増大しないよう採用した室の配置等の維持保全

をすること。 

(2) 外壁、屋根、床、窓及び開口部の清掃、補修等により、こ

れらの断熱性の維持保全をすること。 

(3) 窓からの日射の制御の状態の点検、緑化施設の保全等によ

り、日射による熱負荷の低減措置の維持保全をすること。 

 

表第１－１ 

           一般地域 寒冷地域 暑熱地域

別表第１(1)項に掲げる用途 -45 -70 70 

別表第１(2)項に掲げる用途 -30 -15 -65 

別表第１(3)項に掲げる用途 -30 -10 -45 

別表第１(4)項に掲げる用途 ５ 10 -10 

別表第１(5)項に掲げる用途 35 10 30 

別表第１(6)項に掲げる用途 -15 -45 ５ 

別表第１(7)項に掲げる用途 -45 -90 70 

 

表第１－２ 

           一般地域 寒冷地域 暑熱地域

別表第１(1)項に掲げる用途 40 35 85 

別表第１(2)項に掲げる用途 25 45 50 

別表第１(3)項に掲げる用途 30 35 45 

別表第１(4)項に掲げる用途 35 55 50 

別表第１(5)項に掲げる用途 35 55 50 

別表第１(6)項に掲げる用途 40 40 65 

別表第１(7)項に掲げる用途 40 40 65 

 

２ 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用 

２－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、空気調和設備に係

(1) 熱の損失が増大しないよう採用した室の配置等の維持保全

をすること。 

(2) 外壁、屋根、床、窓及び開口部の清掃、補修等により、こ

れらの断熱性の維持保全をすること。 

(3) 窓からの日射の制御の状態の点検、緑化施設の保全等によ

り、日射による熱負荷の低減措置の維持保全をすること。 

 

表第１ 

           一般地域 寒冷地域 暑熱地域

別表第１(1)項に掲げる用途 -45 -90 70 

別表第１(2)項に掲げる用途 -30 -25 -65 

別表第１(3)項に掲げる用途 -30 -10 - 

別表第１(4)項に掲げる用途 ５ 10 -10 

別表第１(5)項に掲げる用途 35 10 30 

別表第１(6)項に掲げる用途 -15 -45 ５ 

別表第１(7)項に掲げる用途 -45 -90 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用 

２－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、空気調和設備に係
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るエネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 室等の空気調和負荷の特性等に配慮して空気調和設備のシ

ステムの計画を策定すること。 

(2) 風道、配管等におけるエネルギーの損失の少ない熱搬送設

備計画を策定すること。 

(3) 適切な空気調和設備の制御方法を採用すること。 

(4) エネルギーの利用効率の高い熱源システムを採用するこ

と。 

２－２ 建築物(別表第１(8)項に掲げる用途に供するものを除く。

以下２－２から２－５までにおいて同じ。)に設ける空気調和

設備に関して２－１に掲げる事項に係る措置が的確に実施さ

れているかどうかについての判断は、２－３によるものとす

る。ただし、延べ面積が 5,000 平方メートル以下の建築物に設

ける空気調和設備(JISＢ8616 (パッケージエアコンディショ

ナ)に規定するパッケージエアコンディショナ(空冷式のもの

に限る。)及び JISＢ8627 (ガスヒートポンプ冷暖房機)に規定

するガスヒートポンプ冷暖房機に限る。以下２―２、２－４及

び２－５において同じ。)に関しては、２－３によるほか２－

４によることができ、また、延べ面積が 2,000 平方メートル

未満の建築物に設ける空気調和設備に関しては、２－３及び２

－４によるほか、２－５によることができる。 

２－３ 建築物に設ける空気調和設備が空気調和負荷を処理する

ために１年間に消費するエネルギーの量で熱量に換算したも

のを、同期間における当該建築物の仮想空気調和負荷で除して

得た数値が、別表第１(は)欄の各項に掲げる数値以下となるよ

うにするものとする。この場合において、エネルギーの量の熱

量への換算は、別表第３の左欄に掲げるエネルギーにあっては

同表の右欄に掲げる数値(エネルギーの効率的利用を図ること

のできる設備又は器具(以下「エネルギー利用効率化設備等」

るエネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 室等の空気調和負荷の特性等に配慮して空気調和設備のシ

ステムの計画を策定すること。 

(2) 風道、配管等におけるエネルギーの損失の少ない熱搬送設

備計画を策定すること。 

(3) 適切な空気調和設備の制御方法を採用すること。 

(4) エネルギーの利用効率の高い熱源システムを採用するこ

と。 

２－２ 建築物(別表第１(8)項に掲げる用途に供するものを除く。

以下２において同じ。)に設ける空気調和設備に関して２－１

に掲げる事項に係る措置が的確に実施されているかどうかに

ついての判断は、２－３によるものとする。ただし、延べ面積

が 5,000 平方メートル以下の建築物に設ける空気調和設備(日

本工業規格Ｂ8616-1999(パッケージエアコンディショナ)に規

定するパッケージエアコンディショナ(空冷式のものに限る。)

及び日本工業規格Ｂ8627- 2000(ガスヒートポンプ冷暖房機)

に規定するガスヒートポンプ冷暖房機に限る。２－４において

同じ。)に関しては、２－３によるほか２－４によることがで

きる。 

 

 

２－３ 建築物に設ける空気調和設備が空気調和負荷を処理する

ために１年間に消費するエネルギーの量で熱量に換算したも

のを、同期間における当該建築物の仮想空気調和負荷で除して

得た数値が、別表第１(は)欄の各項に掲げる数値以下となるよ

うにするものとする。この場合において、エネルギーの量の熱

量への換算は、別表第３の左欄に掲げるエネルギーにあっては

同表の右欄に掲げる数値(エネルギーの効率的利用を図ること

のできる設備又は器具(以下「エネルギー利用効率化設備等」
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という。)を設置することにより同表の右欄に掲げる数値を下

回る数値が算定できる場合においては、当該数値)によるもの

とし、その他のエネルギーにあっては組成等の実況によるもの

とするほか、空気調和負荷及び仮想空気調和負荷は、次の(1)

及び(2)に定めるところによるものとする。 

(1) 空気調和負荷は、次のイからホまでに掲げる熱によって生

ずる負荷とすること。 

イ 外気と屋内(空気調和を行う部分に限る。以下２において

同じ。)との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱 

ロ 外壁、窓等からの日射熱 

ハ 屋内で発生する熱 

ニ 取入外気の熱 

ホ その他建築物の実況に応じて生ずる熱 

(2) 仮想空気調和負荷は、(1)のイ、ロ、ハ及びホに掲げる熱並

びに次の式(別表第１(1)項に掲げる用途に供する建築物の客

室部にあっては１)の式、同表 (2)項に掲げる用途に供する建

築物の病室部にあっては２)の式、同項に掲げる用途に供する

建築物の非病室部にあっては３)の式、同表(5)項に掲げる用途

に供する建築物の教室部、同表(6)項に掲げる用途に供する建

築物の客席部及び同表(7)項に掲げる用途に供する建築物の集

会室部にあっては４)の式、同表(1)項に掲げる用途に供する建

築物の非客室部、同表(3)項に掲げる用途に供する建築物、同

表(4)項に掲げる用途に供する建築物、同表(5)項に掲げる用途

に供する建築物の非教室部、同表(6)項に掲げる用途に供する

建築物の非客席部又は同表(7)項に掲げる用途に供する建築物

の非集会室部にあっては５)の式)によって計算した量(ただ

し、同表(1)項に掲げる用途に供する建築物の客室部でバスル

ームを有しないものにあっては実況に応じた量)に基づく取入

外気の熱によって生ずる負荷とすること。ただし、排熱の回収

という。)を設置することにより同表の右欄に掲げる数値を下

回る数値が算定できる場合においては、当該数値)によるもの

とし、その他のエネルギーにあっては組成等の実況によるもの

とするほか、空気調和負荷及び仮想空気調和負荷は、次の(1)

及び(2)に定めるところによるものとする。 

(1) 空気調和負荷は、次のイからホまでに掲げる熱によって生

ずる負荷とすること。 

イ 外気と屋内(空気調和を行う部分に限る。以下２において

同じ。)との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱 

ロ 外壁、窓等からの日射熱 

ハ 屋内で発生する熱 

ニ 取入外気の熱 

ホ その他建築物の実況に応じて生ずる熱 

(2) 仮想空気調和負荷は、(1)のイ、ロ、ハ及びホに掲げる熱並

びに次の式(別表第１(1)項に掲げる用途に供する建築物の客

室部にあっては１)の式、同表 (2)項に掲げる用途に供する建

築物の病室部にあっては２)の式、同項に掲げる用途に供する

建築物の非病室部にあっては３)の式、同表(5)項に掲げる用途

に供する建築物の教室部、同表(6)項に掲げる用途に供する建

築物の客席部及び同表(7)項に掲げる用途に供する建築物の集

会室部にあっては４)の式、同表(1)項に掲げる用途に供する建

築物の非客室部、同表(3)項に掲げる用途に供する建築物、同

表(4)項に掲げる用途に供する建築物、同表(5)項に掲げる用途

に供する建築物の非教室部、同表(6)項に掲げる用途に供する

建築物の非客席部又は同表(7)項に掲げる用途に供する建築物

の非集会室部にあっては５)の式)によって計算した量(ただ

し、同表(1)項に掲げる用途に供する建築物の客室部でバスル

ームを有しないものにあっては実況に応じた量)に基づく取入

外気の熱によって生ずる負荷とすること。ただし、排熱の回収
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による負荷の減少は、考慮しないものとする。 

1) Ｖ＝3.9Ａf 

2) Ｖ＝4.0Ａf 

3) Ｖ＝6.0Ａf 

4) Ｖ＝10Ａf 

5) Ｖ＝20Ａf／Ｎ  

これらの式において、Ｖ、Ａｆ及びＮは、それぞれ次の数値

を表すものとする。 

Ｖ 取入外気量(単位 １時間につき立方メートル) 

Ａｆ 屋内の床面積(単位 平方メートル) 

Ｎ 実況に応じた１人当たりの占有面積(単位 平方メート

ル) 

２－４ 延べ面積が 5,000 平方メートル以下の建築物に設ける空

気調和設備のうちエネルギーの使用上主要なものに関しては、

次の(1)から(3)までに掲げる評価点の合計に、建築物の用途及

び地域の区分に応じて表第２－１に掲げるＫ０の値を加えた数

値が 100 以上となるようにするものとする。 

(1) 外気負荷の軽減に関する評価点は、措置状況に応じてそれ

ぞれ次の表に掲げる点数を合計したものとする。  

 

項 目 措置状況 点数 

建築物の全取入外気量の90パ

ーセント以上に対して、熱交

換効率が70パーセント以上の

全熱交換器及びバイパス制御

を採用 

２Ｋ1 

 

定常時の外気

の取り入れ 

建築物の全取入外気量の50パ

ーセント以上に対して、熱交

換効率が50パーセント以上の

Ｋ1 

による負荷の減少は、考慮しないものとする。 

1) Ｖ＝3.9Ａf 

2) Ｖ＝4.0Ａf 

3) Ｖ＝6.0Ａf 

4) Ｖ＝10Ａf 

5) Ｖ＝20Ａf／Ｎ  

これらの式において、Ｖ、Ａｆ及びＮは、それぞれ次の数値

を表すものとする。 

Ｖ 取入外気量(単位 １時間につき立方メートル) 

Ａｆ 屋内の床面積(単位 平方メートル) 

Ｎ 実況に応じた１人当たりの占有面積(単位 平方メート

ル) 

２－４ ２－２のただし書に掲げる空気調和設備のうちエネルギ

ーの使用上主要なものに関しては、次の(1)から(3)までに掲げ

る評価点の合計に、建築物の用途及び地域の区分に応じて表第

２に掲げるＫ０の値を加えた数値が 100 以上となるようにする

ものとする。 

(1) 外気負荷の軽減に関する評価点は、措置状況に応じてそれ

ぞれ次の表に掲げる点数を合計したものとする。  

 

項 目 措置状況 点数 

建築物の全取入外気量の90パ

ーセント以上に対して、熱交

換効率が70パーセント以上の

全熱交換器及びバイパス制御

を採用 

２Ｋ1 

 

定常時の外気

の取り入れ 

建築物の全取入外気量の50パ

ーセント以上に対して、熱交

換効率が50パーセント以上の

Ｋ1 
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全熱交換器を採用 

上記に掲げるもの以外 ０ 

外気の取り入れを停止するこ

とにより、予熱時における取

入外気量を定常時における取

入外気量の50パーセント未満

にする制御の方法を採用 

Ｋ2 予熱時の外気

の取り入れ 

上記に掲げるもの以外 ０ 

１ 「熱交換効率」とは、冷房に係る全熱交換効率及び暖房に

係る全熱交換効率を平均したものとする。 

２ 「バイパス制御」とは、冷房時に外気のエンタルピーが室

内の空気のエンタルピーより小さい場合には、外気の取り入

れ時に熱交換を行わない制御の方法をいう。 

３ この表において、Ｋ1 及びＫ2は、建築物の用途及び地域の

区分に応じて表第２－１に掲げる数値とする。 

 

(2) 室外機の設置場所及び当該室外機から室内機までの配管の

長さ(以下２－４において「配管長さ」という。)に関する評価

点は、措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数とする。

 

措置状況 

 空気調和設備

の種類    

 室外機の設置場所及び配管長さ 

点 数 

パッケージエア

コンディショナ

又はガスヒート

ポンプ冷暖房機

室外機の設置場所が室内機の設

置場所よりも高い場合において、

配管長さが30メートルを超える

もの 

Ｋ3 

全熱交換器を採用 

上記に掲げるもの以外 ０ 

外気の取り入れを停止するこ

とにより、予熱時における取

入外気量を定常時における取

入外気量の50パーセント未満

にする制御の方法を採用 

Ｋ2 予熱時の外気

の取り入れ 

上記に掲げるもの以外 ０ 

１ 「熱交換効率」とは、冷房に係る全熱交換効率及び暖房に

係る全熱交換効率を平均したものとする。 

２ 「バイパス制御」とは、冷房時に外気のエンタルピーが室

内の空気のエンタルピーより小さい場合には、外気の取り入

れ時に熱交換を行わない制御の方法をいう。 

３ この表において、Ｋ1 及びＫ2は、建築物の用途及び地域の

区分に応じて表第２に掲げる数値とする。 

 

(2) 室外機の設置場所及び当該室外機から室内機までの配管の

長さ(以下２－４において「配管長さ」という。)に関する評価

点は、措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数とする。

 

措置状況 

 空気調和設備

の種類    

 室外機の設置場所及び配管長さ

点 数 

パッケージエア

コンディショナ

又はガスヒート

ポンプ冷暖房機

室外機の設置場所が室内機の設

置場所よりも高い場合において、

配管長さが30メートルを超える

もの 

Ｋ3 
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(マルチ方式の

ものに限る。) 

 

 

室外機の設置場所が室内機の設

置場所よりも低い場合において、

配管長さが35メートルを超える

もの 

室外機の設置場所が室内機の設

置場所よりも 高い場合において

、室外機と室内機の高低差に配管

長さを加えた値が35メートルを

超えるもの 

パッケージエア

コンディショナ

又はガスヒート

ポンプ冷暖房機

(マルチ方式の

ものを除く。)  室外機の設置場所が室内機の設

置場所よりも低い場合において、

室外機と室内機の高低差に２を

乗じて得た値に、配管長さを加え

た値が30 メートルを超えるもの 

上記に掲げるもの以外 ０ 

１ 「マルチ方式」とは、１つの室外機に、２つ以上の室内機

をもつものをいう。 

２ この表において、Ｋ3 は、建築物の用途及び地域の区分に

応じて表第２－１に掲げる数値とする。                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(マルチ方式の

ものに限る。) 

 

 

室外機の設置場所が室内機の設

置場所よりも低い場合において、

配管長さが35メートルを超える

もの 

室外機の設置場所が室内機の設

置場所よりも 高い場合において

、室外機と室内機の高低差に配管

長さを加えた値が35メートルを

超えるもの 

パッケージエア

コンディショナ

又はガスヒート

ポンプ冷暖房機

(マルチ方式の

ものを除く。)  室外機の設置場所が室内機の設

置場所よりも低い場合において、

室外機と室内機の高低差に２を

乗じて得た値に、配管長さを加え

た値が30 メートルを超えるもの

上記に掲げるもの以外 ０ 

１ 「マルチ方式」とは、１つの室外機に、２つ以上の室内機

をもつものをいう。 

２ この表において、Ｋ3 は、建築物の用途及び地域の区分に

応じて表第２に掲げる数値とする。                  
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(3) 熱源機器の効率に関する評価点は、措置状況に応じてそれ

ぞれ次の表に掲げる点数とする。 

措置状況 点 数 

すべての空気調和設備の冷房能力の70パーセント

以上に対して、冷暖房平均ＣＯＰが1.25 以上の熱

源機器を採用 

60 

すべての空気調和設備の冷房能力の70パーセント

以上に対して、冷暖房平均ＣＯＰが1.15 以上の熱

源機器を採用 

40 

すべての空気調和設備の冷房能力の70パーセント

以上に対して、冷暖房平均ＣＯＰが1.00 以上の熱

源機器を採用 

20 

上記に掲げるもの以外                         ０ 

 冷暖房平均ＣＯＰは次の式によって計算した数値とする。 

 駆動熱源として電力を

用いる場合 

駆動熱源としてガスを用いる場合 

 （ｑｃ×Ｃ／ＣW＋qH×

Ｈ／Ｈｗ）×3,600／α 

ｑC×Ｃ／（Ｃf＋α×ＣW／3,600）＋

qH ×Ｈ／（Ｈf＋α×ＨW／3,600） 

(3) 熱源機器の効率に関する評価点は、措置状況に応じてそれ

ぞれ次の表に掲げる点数とする。 

措置状況 点 数 

すべての空気調和設備の冷房能力の70パーセント

以上に対して、冷暖房平均ＣＯＰが1.25 以上の熱

源機器を採用 

60 

すべての空気調和設備の冷房能力の70パーセント

以上に対して、冷暖房平均ＣＯＰが1.15 以上の熱

源機器を採用 

40 

すべての空気調和設備の冷房能力の70パーセント

以上に対して、冷暖房平均ＣＯＰが1.00 以上の熱

源機器を採用 

20 

上記に掲げるもの以外                        ０ 

 冷暖房平均ＣＯＰは次に掲げる式によって計算したものと

する。ただし、冷房専用機の場合にあっては、冷房能力によっ

てのみ評価するものとする。 

駆動熱源として電力を

用いる場合 

駆動熱源としてガスを用いる場合 

（ｑｃ×Ｃ／ＣW＋qH×

Ｈ／Ｈｗ）×3,600／α

ｑC×Ｃ／（Ｃf＋α×ＣW／3,600）＋

qH ×Ｈ／（Ｈf＋α×ＨW／3,600） 
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この表において、ｑｃ、Ｃ、ＣW 、ｑＨ 、Ｈ、Ｈｗ、α、 Ｃf

及びＨfは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ｑｃ 建築物の用途及び地域の区分に応じて表第２－１に掲

げる数値 

Ｃ 冷房能力(単位 キロワット) 

ＣW  冷房消費電力(単位 キロワット) 

ｑＨ 建築物の用途及び地域の区分に応じて表第２－１に掲

げる数値 

Ｈ  暖房能力(単位 キロワット) 

ＨW  暖房消費電力(単位 キロワット) 

α エネルギーの使用上主要な設備の運転状況に応じて別

表第３「電気」の欄に掲げる数値 

Ｃf  冷房用燃料消費量(単位 キロワット) 

Ｈf  暖房用燃料消費量(単位 キロワット) 

 

２－５ 延べ面積が 2,000 平方メートル未満の建築物に設ける空

気調和設備のうちエネルギーの使用上主要なものに関しては、

次の(1)及び(2)に掲げる評価点の合計に、建築物の用途及び地

域の区分に応じて表第２―２に掲げるＪ０の値を加えた数値が

100 以上となるようにするものとする。 

(1) 外気負荷の軽減に関する評価点は、措置状況に応じてそれ

ぞれ次の表に掲げる点数を合計したものとする。 

 

措置状況 点数 

空調対象面積の50％以上に全熱交換器を採用 Ｊ１ 

空調対象面積の50％以上に全熱交換器を使用したバイ

パス制御による外気冷房を採用 

Ｊ１＋Ｊ２

上記に掲げるもの以外 ０ 

この表において、ｑｃ、Ｃ、ＣW 、ｑＨ 、Ｈ、Ｈｗ、α、 Ｃf

及びＨfは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ｑｃ 建築物の用途及び地域の区分に応じて表第２に掲げる

数値 

Ｃ 冷房能力(単位 キロワット) 

ＣW  冷房消費電力(単位 キロワット) 

ｑＨ 建築物の用途及び地域の区分に応じて表第２に掲げる

数値 

Ｈ  暖房能力(単位 キロワット) 

ＨW  暖房消費電力(単位 キロワット) 

α エネルギーの使用上主要な設備の運転状況に応じて別

表第３「電気」の欄に掲げる数値 

Ｃf  冷房用燃料消費量(単位 キロワット) 

Ｈf  暖房用燃料消費量(単位 キロワット) 
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１ 「バイパス制御」とは、冷房時に外気のエンタルピーが室内の

空気のエンタルピーより小さい場合には、外気の取り入れ時に熱

交換を行わない制御の方法をいう。 

２ この表において、Ｊ1 及びＪ2 は、建築物の用途及び地域の区

分に応じて表第２－２に掲げる数値とする。 

 

(2) 熱源機器の効率に関する評価点は、措置状況に応じてそれ

ぞれ次の表に掲げる点数とする。 

 

空気調和機の種類 措置状況 点数 

冷暖房平均ＣＯＰが1.25以上の

熱源機器を採用 

60 

冷暖房平均ＣＯＰが1.00以上の

熱源機器を採用 

20 

パッケージエアコンデ

ィショナ又はガスヒー

トポンプ冷暖房機 

上記に掲げるもの以外 ０ 

冷暖房平均ＣＯＰは、次の式によって計算した数値とする。 

冷暖房平均ＣＯＰ＝ｑｃ×冷房平均ＣＯＰ＋ｑＨ×暖房平均ＣＯＰ

この式において、ｑｃ、ｑＨ、「冷房平均ＣＯＰ」、「暖房平均

ＣＯＰ」は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ｑｃ 建築物の用途及び地域の区分に応じて表第２－２に掲げる

数値 

ｑＨ 建築物の用途及び地域の区分に応じて表第２－２に掲げる

数値 

冷房平均ＣＯＰ 全ての熱源機器の定格冷房能力の合計値を、全て

の熱源機器の定格冷房消費エネルギー量の合計

値で除して得た数値をいう。 

暖房平均ＣＯＰ 全ての熱源機器の定格暖房能力の合計値を、全て

の熱源機器の定格暖房消費エネルギー量の合計

値で除して得た数値をいう。 
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定格冷房消費エネルギー量及び定格暖房消費エネルギー量は、そ

れぞれ次の式によって計算した数値とする。 

定格冷房消費エネルギー量 定格暖房消費エネルギー量 

α×ＣW／3600＋Ｃf α×ＨW／3600＋Ｈf 

この表において、α、ＣW、Ｃf、ＨW、Ｈfは、それぞれ次の数値

を表すものとする。 

α   エネルギーの使用上主要な設備の運転状況に応じて別表３

「電気」の欄に掲げる数値 

ＣW  定格冷房消費電力（単位 キロワット） 

Ｃf  定格冷房用燃料消費量（単位 キロワット） 

ＨW  定格暖房消費電力（単位 キロワット） 

Ｈf  定格暖房用燃料消費量（単位 キロワット） 

 

 

２－６ 特定建築物の所有者は、次に掲げる事項に配慮し、空気調

和設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 室等の空気調和負荷の特性等に配慮して採用した空気調和

設備のシステムの維持保全をすること。 

(2) 風道、配管等の点検、補修等により、エネルギーの損失が

増大しないよう採用した熱搬送設備の維持保全をすること。 

(3) 熱源機器、ポンプ、空気調和機等の作動状況の点検等によ

り、採用した空気調和設備の制御方法の維持保全をすること。

(4) 熱源システムの点検等により、採用した熱源システムのエ

ネルギーの利用効率を維持すること。 

 

表第２－１ 

建築物の用途 地域 Ｋ0 Ｋ1 Ｋ2 Ｋ3 ｑC ｑH 

  Ⅰ  80 30 ０ -10 0.1 0.9 別表第１(1)項に掲

げる用途   Ⅱ  80 20 ０ -10 0.2 0.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－５ 特定建築物の所有者は、次に掲げる事項に配慮し、空気調

和設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 室等の空気調和負荷の特性等に配慮して採用した空気調和

設備のシステムの維持保全をすること。 

(2) 風道、配管等の点検、補修等により、エネルギーの損失が

増大しないよう採用した熱搬送設備の維持保全をすること。 

(3) 熱源機器、ポンプ、空気調和機等の作動状況の点検等によ

り、採用した空気調和設備の制御方法の維持保全をすること。

(4) 熱源システムの点検等により、採用した熱源システムのエ

ネルギーの利用効率を維持すること。 

 

表第２ 

建築物の用途 地域 Ｋ0 Ｋ1 Ｋ2 Ｋ3 ｑC ｑH 

  Ⅰ  80 30 ０ -10 0.1 0.9 別表第１(1)項に掲

げる用途   Ⅱ  80 20 ０ -10 0.2 0.8 
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  Ⅲ  90 10 ０ -15 0.3 0.7 

  Ⅳ  90 10 ０ -15 0.4 0.6 

  Ⅰ  90 30 10 -5 0.1 0.9 

  Ⅱ  95 20 ５ -10 0.3 0.7 

  Ⅲ  95 20 ５ -10 0.5 0.5 

別表第１(2)項に掲

げる用途 

  Ⅳ  95 10 ５ -15 0.7 0.3 

  Ⅰ  85 30 15 -5 0.3 0.7 

  Ⅱ  90 20 10 -10 0.5 0.5 

  Ⅲ  90 10 10 -10 0.7 0.3 

別表第１(3)項に掲

げる用途 

  Ⅳ  95 ５ ５ -15 0.9 0.1 

  Ⅰ  90 30 10 -5 0.2 0.8 

  Ⅱ  95 ５ ５ -10 0.4 0.6 

  Ⅲ  95 ５ ５ -10 0.6 0.4 

別表第１(4)項に掲

げる用途 

  Ⅳ  95 ５ ５ -15 0.8 0.2 

  Ⅰ  80 30 20 -10 0.1 0.9 

  Ⅱ  80 20 20 -10 0.3 0.7 

  Ⅲ  90 10 15 -10 0.5 0.5 

別表第１(5)項に掲

げる用途 

  Ⅳ  95 ５ 10 -10 0.7 0.3 

  Ⅰ  95 10 ５ -10 0.2 0.8 

  Ⅱ  95 10 ５ -10 0.4 0.6 

  Ⅲ  95 ０ ５ -15 0.6 0.4 

別表第１(6)項に掲

げる用途 

  Ⅳ  95 ０ ５ -10 0.8 0.2 

  Ⅰ  95 10 ５ -５ 0.2 0.8 

  Ⅱ  95 10 ５ -10 0.4 0.6 

  Ⅲ  95 ０ ５ -10 0.6 0.4 

別表第１(7)項に掲

げる用途 

  Ⅳ  95 ０ ５ -15 0.8 0.2 

 地域Ⅰから地域Ⅳまでは、それぞれ次に掲げるものとする。

地域Ⅰ 北海道 

地域Ⅱ 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、

  Ⅲ  90 10 ０ -15 0.3 0.7 

  Ⅳ  90 10 ０ -15 0.4 0.6 

  Ⅰ  90 30 10 -５ 0.1 0.9 

  Ⅱ  95 20 ５ -10 0.3 0.7 

  Ⅲ  95 20 ５ -10 0.5 0.5 

別表第１(2)項に掲

げる用途 

  Ⅳ  95 10 ５ -15 0.7 0.3 

  Ⅰ  85 30 15 -５ 0.3 0.7 

  Ⅱ  90 20 10 -10 0.5 0.5 

  Ⅲ  90 10 10 -10 0.7 0.3 

別表第１(3)項に掲

げる用途 

  Ⅳ  95 ５ ５ -15 0.9 0.1 

  Ⅰ  90 30 10 -５ 0.2 0.8 

  Ⅱ  95 ５ ５ -10 0.4 0.6 

  Ⅲ  95 ５ ５ -10 0.6 0.4 

別表第１(4)項に掲

げる用途 

  Ⅳ  95 ５ ５ -15 0.8 0.2 

  Ⅰ  80 30 20 -10 0.1 0.9 

  Ⅱ  80 20 20 -10 0.3 0.7 

  Ⅲ  90 10 15 -10 0.5 0.5 

別表第１(5)項に掲

げる用途 

  Ⅳ  95 ５ 10 -10 0.7 0.3 

  Ⅰ  95 10 ５ -10 0.2 0.8 

  Ⅱ  95 10 ５ -10 0.4 0.6 

  Ⅲ  95 ０ ５ -15 0.6 0.4 

別表第１(6)項に掲

げる用途 

  Ⅳ  95 ０ ５ -10 0.8 0.2 

  Ⅰ  95 10 ５ -5 0.2 0.8 

  Ⅱ  95 10 5 -10 0.4 0.6 

  Ⅲ  95 ０ ５ -10 0.6 0.4 

別表第１(7)項に掲

げる用途 

  Ⅳ  95 ０ ５ -15 0.8 0.2 

 地域Ⅰから地域Ⅳまでは、それぞれ次に掲げるものとする。

地域Ⅰ 北海道 

地域Ⅱ 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、
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群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

長野県、岐阜県 

地域Ⅲ 千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県

、愛知県、滋賀県、三重県、奈良県、京都府、兵庫県、岡山県

、広島県、山口県、島根県、鳥取県、大阪府、和歌山県、香川

県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分

県、熊本県 

地域Ⅳ 宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 

表第２－２ 

建築物の用途 地域 Ｊ０ Ｊ１ Ｊ２ ｑｃ ｑｈ 

Ⅰ 55 35 ５ 0.1 0.9 

Ⅱ・Ⅲ 55 25 ５ 0.3 0.7 

別表第１(1)項

及び(2)項に掲

げる用途 Ⅳ 60 15 ５ 0.5 0.5 

Ⅰ 60 30 ５ 0.2 0.8 

Ⅱ・Ⅲ 65 20 ５ 0.5 0.5 

別表第１(3)項

から(7)項まで

に掲げる用途 Ⅳ 70 10 ５ 0.8 0.2 

 地域Ⅰから地域Ⅳまでは、それぞれ次に掲げるものとする。 

地域Ⅰ 北海道 

地域Ⅱ 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、群

馬県、栃木県、茨城県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野

県、岐阜県 

地域Ⅲ 千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、

愛知県、滋賀県、三重県、奈良県、京都府、兵庫県、岡山県、広

島県、山口県、島根県、鳥取県、大阪府、和歌山県、香川県、徳

島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本

県 

地域Ⅳ 宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 

群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

長野県、岐阜県 

地域Ⅲ 千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県

、愛知県、滋賀県、三重県、奈良県、京都府、兵庫県、岡山県

、広島県、山口県、島根県、鳥取県、大阪府、和歌山県、香川

県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分

県、熊本県 

地域Ⅳ 宮崎県、鹿児島県、沖縄県 
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３ 空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的

利用 

３－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、空気調和設備以外

の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 風道等におけるエネルギーの損失の少ない計画を策定する

こと。 

(2) 適切な空気調和設備以外の機械換気設備の制御方式を採用

すること。 

(3) 必要な換気量に応じた適切な能力で、かつ、エネルギーの

利用効率の高い機器を採用すること。  

３－２ 建築物(別表第１(8)項に掲げる用途に供するものを除く。

以下３－２から３－４までにおいて同じ。)に設ける機械換気

設備(空気調和設備及び定格出力 0.2 キロワット以下の機械換

気設備を除き、定格出力の合計が 5.5 キロワット以上であるも

のに限る。以下３－２から３－４までにおいて同じ。)に関し

て３－１に掲げる事項に係る措置が的確に実施されているか

どうかについての判断は、３－３によるものとする。ただし、

延べ面積が 5,000 平方メートル以下の建築物に設ける機械換

気設備に関しては、３－３によるほか３－４によることができ

る。 

３－３ 建築物に設ける機械換気設備が１年間に消費するエネル

ギーの量(以下「換気消費エネルギー量」という。)で熱量に換

算したものを、同期間における当該建築物の仮想換気消費エネ

ルギー量で熱量に換算したもので除して得た数値が、別表第１

(に)欄の各項に掲げる数値以下となるようにするものとする。

この場合において、エネルギーの量の熱量への換算は、別表第

３の左欄に掲げるエネルギーにあっては同表の右欄に掲げる

数値(エネルギー利用効率化設備等を設置することにより同表

３ 空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的

利用 

３－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、空気調和設備以外

の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 風道等におけるエネルギーの損失の少ない計画を策定する

こと。 

(2) 適切な空気調和設備以外の機械換気設備の制御方式を採用

すること。 

(3) 必要な換気量に応じた適切な能力で、かつ、エネルギーの

利用効率の高い機器を採用すること。  

３－２ 建築物(別表第１(8)項に掲げる用途に供するものを除く。

以下３－２及び３－３において同じ。)に設ける機械換気設備

(空気調和設備を除く。以下３において同じ。)に関して３－１

に掲げる事項に係る措置が的確に実施されているかどうかに

ついての判断は、３－３によるものとする。ただし、延べ面積

が 5,000 平方メートル以下の建築物に設ける機械換気設備に

関しては、３－３によるほか３－４によることができる。 

 

 

 

３－３ 建築物に設ける機械換気設備が１年間に消費するエネル

ギーの量(以下「換気消費エネルギー量」という。)で熱量に換

算したものを、同期間における当該建築物の仮想換気消費エネ

ルギー量で熱量に換算したもので除して得た数値が、別表第１

(に)欄の各項に掲げる数値以下となるようにするものとする。

この場合において、エネルギーの量の熱量への換算は、別表第

３の左欄に掲げるエネルギーにあっては同表の右欄に掲げる

数値(エネルギー利用効率化設備等を設置することにより同表
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の右欄に掲げる数値を下回る数値が算定できる場合において

は、当該数値)によるものとし、その他のエネルギーにあって

は組成等の実況によるものとするほか、換気消費エネルギー量

及び仮想換気消費エネルギー量は、次の(1)及び(2)に定めると

ころによるものとする。 

(1) 換気消費エネルギー量は、次のイからハまでに掲げる機器

によって１年間に消費される電力量を合計したものとするこ

と。 

イ 給気機 

ロ 排気機 

ハ その他換気設備の種類に応じて必要となる機器  

(2) 仮想換気消費エネルギー量は、次の式によって計算したも

のとすること。 

Ｅ＝Ｑ×Ｔ×3.676×10-4 

この式において、Ｅ、Ｑ及びＴは、それぞれ次の数値を表す

ものとする。 

Ｅ 仮想換気消費エネルギー量(単位 キロワット時) 

Ｑ 設計換気量(単位 １時間につき立方メートル) 

Ｔ 年間運転時間(単位 時間) 

３－４ 延べ面積が 5,000 平方メートル以下の建築物に設ける機

械換気設備のうちエネルギーの使用上主要なもので空気調和

を行わない室に設けるものに関しては、次の各項目に係る措置

状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数の合計に、80 を加

えた数値が 100 以上となるようにするものとする。 

項 目 措置状況 点 数 

制御方法 濃度制御を駐車場の全てに対して採用

又は在室検知制御、温度感知制御、照

明連動制御若しくはタイムスケジュー

ル制御を駐車場以外の機械換気設備を

40 

の右欄に掲げる数値を下回る数値が算定できる場合において

は、当該数値)によるものとし、その他のエネルギーにあって

は組成等の実況によるものとするほか、換気消費エネルギー量

及び仮想換気消費エネルギー量は、次の(1)及び(2)に定めると

ころによるものとする。 

(1) 換気消費エネルギー量は、次のイからハまでに掲げる機器

によって１年間に消費される電力量を合計したものとするこ

と。 

イ 給気機 

ロ 排気機 

ハ その他換気設備の種類に応じて必要となる機器  

(2) 仮想換気消費エネルギー量は、次の式によって計算したも

のとすること。 

Ｅ＝Ｑ×Ｔ×3.676×10-4 

この式において、Ｅ、Ｑ及びＴは、それぞれ次の数値を表す

ものとする。 

Ｅ 仮想換気消費エネルギー量(単位 キロワット時) 

Ｑ 設計換気量(単位 １時間につき立方メートル) 

Ｔ 年間運転時間(単位 時間) 

３－４ ３－２のただし書に掲げる機械換気設備のうちエネルギ

ーの使用上主要なもので空気調和を行わない室に設けるもの

に関しては、次の各項目に係る措置状況に応じてそれぞれ次の

表に掲げる点数の合計に、80 を加えた数値が 100 以上となる

ようにするものとする。 

項 目 措置状況 点 数 

制御方法 濃度制御を駐車場の全てに対して採用

又は在室検知制御、温度感知制御、照

明連動制御若しくはタイムスケジュー

ル制御を駐車場以外の機械換気設備を

40 
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設ける室(空気調和を行わない室に限

る。以下この表において同じ。)の数の

2/3以上に対して採用 

濃度制御を駐車場の合計面積の1/2以

上に対して採用又は在室検知制御、温

度感知制御、照明連動制御若しくはタ

イムスケジュール制御を駐車場以外の

機械換気設備を設ける室の数の1/3以

上に対して採用 

20 

上記に掲げるもの以外 ０ 

電動機の2/3以上 40 

電動機の1/3以上2/3未満 20 

高効率低圧三

相かご形誘導

電動機を採用

している割合 

電動機の1/3未満 ０ 

駐車場の合計面積の1/2以下に対して

採用又は機械換気設備を設ける室のす

べてに対して不採用 

10 給気機及び排

気機による換

気 

上記に掲げるもの以外 ０ 

１ 「濃度制御」とは、一酸化炭素又は二酸化炭素の濃度によ

る制御の方法をいう。 

２ 「駐車場」とは、駐車のための施設の用途に供する室をい

う。 

３ 「高効率低圧三相かご形誘導電動機」とは、JISＣ4212(高

効率低圧三相かご形誘導電動機)に規定する高効率低圧三相

かご形誘導電動機をいう。 

 

３－５ 特定建築物の所有者は、次に掲げる事項に配慮し、機械換

気設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 風道等の点検、補修等により、エネルギーの損失が増大し

設ける室(空気調和を行わない室に限

る。以下この表において同じ。)の数の

2/3以上に対して採用 

濃度制御を駐車場の合計面積の1/2以

上に対して採用又は在室検知制御、温

度感知制御、照明連動制御若しくはタ

イムスケジュール制御を駐車場以外の

機械換気設備を設ける室の数の1/3以

上に対して採用 

20 

上記に掲げるもの以外 0 

電動機の2/3以上 40 

電動機の1/3以上2/3未満 20 

高効率低圧三

相かご形誘導

電動機を採用

している割合

電動機の1/3未満 0 

駐車場の合計面積の1/2以下に対して

採用又は機械換気設備を設ける室のす

べてに対して不採用 

10 給気機及び排

気機による換

気 

上記に掲げるもの以外 0 

１ 「濃度制御」とは、一酸化炭素又は二酸化炭素の濃度によ

る制御の方法をいう。 

２ 「駐車場」とは、駐車のための施設の用途に供する室をい

う。 

３ 「高効率低圧三相かご形誘導電動機」とは、日本工業規格

Ｃ4212(高効率低圧三相かご形誘導電動機)に規定する高効率

低圧三相かご形誘導電動機をいう。 

 

３－５ 特定建築物の所有者は、次に掲げる事項に配慮し、機械換

気設備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 風道等の点検、補修等により、エネルギーの損失が増大し
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ないよう採用した空気搬送設備の維持保全をすること。 

(2) 送風機等の作動状況の点検等により、採用した機械換気設

備の制御方式の維持保全をすること。 

(3) 機器の点検、清掃等により、採用した機器の換気能力及び

エネルギーの利用効率を維持すること。 

  

４ 照明設備に係るエネルギーの効率的利用 

４－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、照明設備に係るエ

ネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 照明効率の高い照明器具を採用すること。 

(2) 適切な照明設備の制御方法を採用すること。 

(3) 保守管理に配慮した設置方法とすること。 

４－２ 建築物に設ける照明設備（主として作業環境上必要な照明

を確保するため屋内に設けられるもの（避難用、救命用その他

特殊な目的のために設けられるものを除く。）に限る。以下４

－２から４－５までにおいて同じ。）に関して４－１に掲げる

事項に係る措置が的確に実施されているかどうかについての

判断は、４－３によるものとする。ただし、延べ面積が 5,000 

平方メートル以下の建築物に設ける照明設備に関しては、４－

３によるほか４－４によることができ、また、延べ面積が2,000 

平方メートル未満の建築物に設ける照明設備に関しては、４－

３及び４－４によるほか、４－５によることができる。 

 

４－３ 建築物に設ける照明設備が１年間に消費するエネルギー

の量(以下「照明消費エネルギー量」という。)で熱量に換算し

たものを、同期間における当該建築物の仮想照明消費エネルギ

ー量で熱量に換算したもので除して得た数値が、別表第１(ほ)

欄の各項に掲げる数値以下となるようにするものとする。この

場合において、エネルギーの量の熱量への換算は、別表第３の

ないよう採用した空気搬送設備の維持保全をすること。 

(2) 送風機等の作動状況の点検等により、採用した機械換気設

備の制御方式の維持保全をすること。 

(3) 機器の点検、清掃等により、採用した機器の換気能力及び

エネルギーの利用効率を維持すること。 

 

４ 照明設備に係るエネルギーの効率的利用 

４－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、照明設備に係るエ

ネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 照明効率の高い照明器具を採用すること。 

(2) 適切な照明設備の制御方法を採用すること。 

(3) 保守管理に配慮した設置方法とすること。 

４－２ 建築物に設ける照明設備に関して４－１に掲げる事項に

係る措置が的確に実施されているかどうかについての判断は、

４－３によるものとする。ただし、延べ面積が 5,000 平方メ

ートル以下の建築物に設ける照明設備に関しては、４－３によ

るほか４－４によることができる。 

 

 

 

 

 

 

４－３ 建築物に設ける照明設備が１年間に消費するエネルギー

の量(以下「照明消費エネルギー量」という。)で熱量に換算し

たものを、同期間における当該建築物の仮想照明消費エネルギ

ー量で熱量に換算したもので除して得た数値が、別表第１(ほ)

欄の各項に掲げる数値以下となるようにするものとする。この

場合において、エネルギーの量の熱量への換算は、別表第３の



- 26 - 

左欄に掲げるエネルギーにあっては同表の右欄に掲げる数値

(エネルギー利用効率化設備等を設置することにより同表の右

欄に掲げる数値を下回る数値が算定できる場合においては、当

該数値)によるものとし、その他のエネルギーにあっては組成

等の実況によるものとするほか、照明消費エネルギー量及び仮

想照明消費エネルギー量は、次の(1)及び(2)に定めるところに

よるものとする。 

(1) 照明消費エネルギー量は、次の式によって照明区画(照明器

具の種類、照明設備の制御の方法及び配置、照度の設定、室等

の形状並びに内装仕上げが同一の部分のことをいう。以下４に

おいて同じ。)について計算した照明消費電力量を合計したも

のとすること。 

ＥT＝ＷT×Ａ×Ｔ×Ｆ／1,000  

この式において、ＥT 、ＷT 、Ａ、Ｔ及びＦは、それぞれ次の

数値を表すものとする。 

ＥT 各照明区画の照明消費電力量(単位 キロワット時) 

ＷT 各照明区画の照明消費電力(単位 １平方メートルにつき

ワット) 

Ａ 各照明区画の床面積(単位 平方メートル) 

Ｔ 各照明区画の年間照明点灯時間(単位 時間) 

Ｆ 照明設備の制御の方法に応じてそれぞれ次の表に掲げる係

数 

  

 

制 御 の 方 法 係数 

カード、センサー等による在室検知制御 

明るさ感知による自動点滅制御 

0.80 

適正照度制御  0.85 

タイムスケジュール制御 0.90 

左欄に掲げるエネルギーにあっては同表の右欄に掲げる数値

(エネルギー利用効率化設備等を設置することにより同表の右

欄に掲げる数値を下回る数値が算定できる場合においては、当

該数値)によるものとし、その他のエネルギーにあっては組成

等の実況によるものとするほか、照明消費エネルギー量及び仮

想照明消費エネルギー量は、次の(1)及び(2)に定めるところに

よるものとする。 

(1) 照明消費エネルギー量は、次の式によって照明区画(照明器

具の種類、照明設備の制御の方法及び配置、照度の設定、室等

の形状並びに内装仕上げが同一の部分のことをいう。以下４に

おいて同じ。)について計算した照明消費電力量を合計したも

のとすること。 

ＥT＝ＷT×Ａ×Ｔ×Ｆ／1,000  

この式において、ＥT 、ＷT 、Ａ、Ｔ及びＦは、それぞれ次の

数値を表すものとする。 

ＥT 各照明区画の照明消費電力量(単位 キロワット時) 

ＷT 各照明区画の照明消費電力(単位 １平方メートルにつき

ワット) 

Ａ 各照明区画の床面積(単位 平方メートル) 

Ｔ 各照明区画の年間照明点灯時間(単位 時間) 

Ｆ 照明設備の制御の方法に応じてそれぞれ次の表に掲げる係

数(特別の調査又は研究の結果に基づいて算出する場合に

おいては、当該算出による係数によることができる。)  

 

制 御 の 方 法 係数 

カード、センサー等による在室検知制御 

明るさ感知による自動点滅制御 

    0.80 

適正照度制御      0.85 

タイムスケジュール制御     0.90 
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昼光利用照明制御 

ゾーニング制御 

局所制御 

その他 1.00 

   

(2) 仮想照明消費エネルギー量は、次の式によって各照明区画

について計算した仮想照明消費電力量を合計したものとする

こと。 

ＥS＝ＷS×Ａ×Ｔ×Ｑ1×Ｑ2／1,000 

この式において、ＥS 、ＷS 、Ａ、Ｔ、Ｑ1 及びＱ2 は、それ

ぞれ次の数値を表すものとする。 

ＥS 各照明区画の仮想照明消費電力量(単位 キロワット

時) 

ＷS 各照明区画の標準照明消費電力(単位 １平方メートル

につきワット) 

Ａ 各照明区画の床面積(単位 平方メートル) 

Ｔ 各照明区画の年間照明点灯時間(単位 時間) 

Ｑ1 照明設備の種類に応じてそれぞれ次の表に掲げる係数 

 

 

 

照明設備の種類 係 数 

まぶしさを制御するためにルーバ、透光性カバー

などを採用するなど、特別の措置が講じられてい

る照明設備 

1.3 

その他 1.0 

   

Ｑ2 用途及び照明設備の照度に応じてそれぞれ次の表に掲

げる係数 

昼光利用照明制御 

ゾーニング制御 

局所制御 

その他 1.00 

   

(2) 仮想照明消費エネルギー量は、次の式によって各照明区画

について計算した仮想照明消費電力量を合計したものとする

こと。 

ＥS＝ＷS×Ａ×Ｔ×Ｑ1×Ｑ2／1,000 

この式において、ＥS 、ＷS 、Ａ、Ｔ、Ｑ1 及びＱ2 は、それ

ぞれ次の数値を表すものとする。 

ＥS 各照明区画の仮想照明消費電力量(単位 キロワット

時) 

ＷS 各照明区画の標準照明消費電力(単位 １平方メートル

につきワット) 

Ａ 各照明区画の床面積(単位 平方メートル) 

Ｔ 各照明区画の年間照明点灯時間(単位 時間) 

Ｑ1 照明設備の種類に応じてそれぞれ次の表に掲げる係数

(特別の調査又は研究の結果に基づいて算出する場合に

おいては、当該算出による係数によることができる。)

 

照明設備の種類 係 数 

まぶしさを制御するためにルーバ、透光性カバー

などを採用するなど、特別の措置が講じられてい

る照明設備 

1.3 

その他 1.0 

   

Ｑ2 用途及び照明設備の照度に応じてそれぞれ次の表に掲

げる係数 
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用 途 係 数 

別表第１(3)項に掲げる用途に供する建築物の売

場及び同表(4)項に掲げる用途に供する建築物の

事務室 

L/750 

別表第１(5)項に掲げる用途に供する建築物の教

室 

L/500 

その他 1.0 

この表において、L は設計照度(単位 ルクス)を表すものとす

る。 

 

４－４ 延べ面積が 5,000 平方メートル以下の建築物に設ける照

明設備に関しては、エネルギーの使用上主要な照明区画ごと

に、次の(1)から(3)までに掲げる評価点の合計に、80 を加え

た数値が 100 以上となるようにするものとする。なお、照明区

画が二以上ある場合には、照明区画ごとの評価点の合計を面積

加重平均し、80 を加えた数値が 100 以上となるようにするも

のとする。 

(1) 照明器具の照明効率に関する評価点は、各項目に係る措置

状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数を合計したものと

する。 

項 目 措置状況 点数

総合効率が100ルーメン/ワ

ット以上のものを採用 

12 蛍光ランプ(コ

ンパクト型の

蛍光ランプを

除く。)  

総合効率が90ルーメン/ワ

ット以上100ルーメン/ワッ

ト未満のものを採用 

６ 

光源の種

類 

コンパクト型の蛍光ランプ、メタルハライ

ドランプ又は高圧ナトリウムランプを採用 

６ 

 

用 途 係 数 

別表第１(3)項に掲げる用途に供する建築物の売

場及び同表(4)項に掲げる用途に供する建築物の

事務室 

L/750 

別表第１(5)項に掲げる用途に供する建築物の教

室 

L/500 

その他 1.0 

この表において、L は設計照度(単位 ルクス)を表すものとす

る。 

 

４－４ ４－２のただし書に掲げる照明設備に関しては、エネルギ

ーの使用上主要な照明区画ごとに、次の(1)から(3)までに掲げ

る評価点の合計に、80 を加えた数値が 100 以上となるように

するものとする。なお、照明区画が二以上ある場合には、照明

区画ごとの評価点の合計を面積加重平均し、80 を加えた数値

が 100 以上となるようにするものとする。 

 

(1) 照明器具の照明効率に関する評価点は、各項目に係る措置

状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数を合計したものと

する。 

項 目 措置状況 点数

総合効率が100ルーメン/ワ

ット以上のものを採用 

12 蛍光ランプ(コ

ンパクト型の

蛍光ランプを

除く。)  

総合効率が90ルーメン/ワ

ット以上100ルーメン/ワッ

ト未満のものを採用 

６ 

光源の種

類 

コンパクト型の蛍光ランプ、メタルハライ

ドランプ又は高圧ナトリウムランプを採用

６ 
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ＬＥＤ型ランプを採用 ６ 

上記に掲げるもの以外 ０ 

0.9以上 12 

0.8以上0.9未満 ６ 

下面開放器具 

0.8未満 ０ 

0.75以上 12 

0.6以上0.75未満 ６ 

ルーバ付器具 

0.6未満 ０ 

0.6以上 12 

0.5以上0.6未満 ６ 

下面カバー付

器具 

0.5未満 ０ 

照明器具

の器具効

率 

上記に掲げるもの以外 ０ 

１ 「総合効率」とは、蛍光ランプの全光束(単位 ルーメ

ン)を蛍光ランプと安定器の消費電力(単位 ワット)の和

で除した数値とする。 

２ 「器具効率」とは、照明器具から出る総光束(単位 ル

ーメン)を蛍光ランプ、 メタルハライドランプ又は高圧ナ

トリウムランプの定格光束(単位 ルーメン) で除した数

値とする。 

３ 「下面開放器具」とは、下面にカバー等が付いていない

ものをいう。 

４ 「下面カバー付器具」とは、下面に透光性カバーが付い

たものをいう。 

５ 「ＬＥＤ型ランプ」とは 電圧を加えた際に発光する半

導体素子を用いたランプをいう。 

 

 (2) 照明設備の制御方法に関する評価点は、措置状況に応じて

次の表に掲げる点数とする。 

 

  

上記に掲げるもの以外 ０ 

0.9以上 12 

0.8以上0.9未満 ６ 

下面開放器具 

0.8未満 ０ 

0.75以上 12 

0.6以上0.75未満 ６ 

ルーバ付器具 

0.6未満 ０ 

0.6以上 12 

0.5以上0.6未満 ６ 

下面カバー付

器具 

0.5未満 ０ 

照明器具

の器具効

率 

上記に掲げるもの以外 ０ 

１ 「総合効率」とは、蛍光ランプの全光束(単位 ルーメ

ン)を蛍光ランプと安定器の消費電力(単位 ワット)の和

で除した数値とする。 

２ 「器具効率」とは、照明器具から出る総光束(単位 ル

ーメン)を蛍光ランプ、 メタルハライドランプ又は高圧ナ

トリウムランプの定格光束(単位 ルーメン) で除した数

値とする。 

３ 「下面開放器具」とは、下面にカバー等が付いていない

ものをいう。 

４ 「下面カバー付器具」とは、下面に透光性カバーが付い

たものをいう。 

 

 

 

 (2) 照明設備の制御方法に関する評価点は、措置状況に応じて

次の表に掲げる点数とする。 
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措置状況 点数 

７種類の制御の方法(カード、センサー等による在室

検知制御、明るさ感知による自動点滅制御、適正照

度制御、タイムスケジュール制御、昼光利用照明制

御、ゾーニング制御及び局所制御のことをいう。以

下この表において同じ。)のうち３種類以上を採用 

22 

７種類の制御の方法のうち１種類又は２種類を採用 11 

上記に掲げるもの以外 ０ 

   

(3) 照明設備の配置、照度の設定並びに室等の形状及び内装仕

上げの選定に関する評価点は、各項目に係る措置状況に応じて

それぞれ次の表に掲げる点数を合計したものとする。 

 

項 目 措置状況 点 数

事務室の用途に供する照明区画の面積の

９割以上に対してＴＡＬ方式を採用 

 22   

事務室の用途に供する照明区画の面積の

５割以上９割未満に対してＴＡＬ方式を

採用 

 11   

照明設備の

配置、照度の

設定 

上記に掲げるもの以外   ０  

室指数が5.0以上   12  

室指数が2.0 以上5.0未満   ６  

室等の形状

の選定 

上記に掲げるもの以外    ０  

天井面の反射率が70パーセント以上、かつ

、壁面の反射率が50パーセント以上、かつ

、床面の反射率が10 パーセント以上 

 12   内装仕上げ

の選定 

天井面の反射率が70パーセント以上、かつ

、壁面の反射率が30パーセント以上50パー

セント未満、かつ、床面の反射率が10 パ

  ６   

措置状況 点数 

７つの制御の方法(カード、センサー等による在室検

知制御、明るさ感知による自動点滅制御、適正照度

制御、タイムスケジュール制御、昼光利用照明制御、

ゾーニング制御及び局所制御のことをいう。以下こ

の表において同じ。)のうち３つ以上を採用 

22 

７つの制御の方法のうち１つ又は２つを採用 11 

上記に掲げるもの以外 ０ 

   

(3) 照明設備の配置、照度の設定並びに室等の形状及び内装仕

上げの選定に関する評価点は、各項目に係る措置状況に応じて

それぞれ次の表に掲げる点数を合計したものとする。 

 

項 目 措置状況 点 数

事務室の用途に供する照明区画の面積の

９割以上に対してＴＡＬ方式を採用 

 22   

事務室の用途に供する照明区画の面積の

５割以上９割未満に対してＴＡＬ方式を

採用 

 11   

照明設備の

配置、照度の

設定 

上記に掲げるもの以外   ０  

室指数が5.0以上   12  

室指数が2.0 以上5.0未満   ６  

室等の形状

の選定 

上記に掲げるもの以外    ０  

天井面の反射率が70パーセント以上、かつ

、壁面の反射率が50パーセント以上、かつ

、床面の反射率が10 パーセント以上 

   内装仕上げ

の選定 

天井面の反射率が70パーセント以上、かつ

、壁面の反射率が30パーセント以上50パー

セント未満、かつ、床面の反射率が10 パ

  ６   
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ーセント以上 

上記に掲げるもの以外   ０  

１ 「ＴＡＬ方式」とは、タスク・アンビエント照明方式をい

う。 

２ 室指数ｋは、次の式によって計算した数値とする。 

ｋ＝Ｘ×Ｙ／Ｈ×(Ｘ＋Ｙ) 

 この式において、Ｘ、Ｙ及びＨは、それぞれ次の数値を表

すものとする。 

Ｘ 室の間口(単位 メートル) 

Ｙ 室の奥行き(単位 メートル) 

Ｈ 作業面から照明器具までの高さ(事務室及び教室以外の

室にあっては、床の上面から天井までの高さ)(単位 メ

ートル) 

３ 「反射率」とは、天井面、壁面及び床面における個々の部

材の反射率をそれぞれ面積加重平均したものとする。 

 

４－５ 延べ面積が 2,000 平方メートル未満の建築物に設ける照

明設備に関しては、エネルギーの使用上主要な照明区画ごと

に、次の(1)から(3)までに掲げる評価点の合計に、80 を加え

た数値が 100 以上となるようにするものとする。なお、照明区

画が二以上ある場合には、照明区画ごとの評価点の合計を面積

加重平均し、80 を加えた数値が 100 以上となるようにするも

のとする。 

(1) 照明器具の照明効率に関する評価点は、措置状況に応じて

それぞれ次の表に掲げる点数を合計したものとする。 

 

措置状況 点数 

ーセント以上 

上記に掲げるもの以外   ０  

１ 「ＴＡＬ方式」とは、タスク・アンビエント照明方式をい

う。 

２ 室指数ｋは、次に掲げる式によって計算したものとする。

ｋ＝Ｘ×Ｙ／Ｈ×(Ｘ＋Ｙ) 

 この式において、Ｘ、Ｙ及びＨは、それぞれ次の数値を表

すものとする。 

Ｘ 室の間口(単位 メートル) 

Ｙ 室の奥行き(単位 メートル) 

Ｈ 作業面から照明器具までの高さ(事務室及び教室以外の

室にあっては、床の上面から天井までの高さ)(単位 メ

ートル) 

３ 「反射率」とは、天井面、壁面及び床面における個々の部

材の反射率をそれぞれ面積加重平均したものとする。 
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高周波点灯専用型であるもの

を採用 

12 蛍光ランプ（コンパクト型の

蛍光ランプを除く） 

上記に掲げるもの以外 ０ 

コンパクト型蛍光ランプ、メタルハライドランプ又は高圧

ナトリウムランプを採用 

６ 

ＬＥＤ型ランプを採用 ６ 

上記に掲げるもの以外 ０ 

「ＬＥＤ型ランプ」とは 電圧を加えた際に発光する半導体素子

を用いたランプをいう。 

 

(2) 照明設備の制御方法に関する評価点は、措置状況に応じて

次の表に掲げる点数とする。 

 

措置状況 点数 

７種類の制御方法(カード、センサー等による在室検知

制御、明るさ感知による自動点滅制御、適正照度制御

、タイムスケジュール制御、昼光利用照明制御、ゾー

ニング制御及び局所制御をいう。以下この表において

同じ。)のうち２種類を採用 

22 

７種類の制御方法のうち１種類を採用 11 

上記に掲げるもの以外 ０ 

 

(3) 照明設備の配置、照度の設定に関する評価点は、措置状況

に応じて次の表に掲げる点数とする。 

 

項目 措置状況 点数 

事務室に供する照明区画の面積の９割以上

に対してＴＡＬ方式を採用 

22 照明設備の

配置、照度

の設定 事務室に供する照明区画の面積の５割以上 11 
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９割未満に対してＴＡＬ方式を採用 

上記に掲げるもの以外 ０ 

「ＴＡＬ方式」とは、タスク・アンビエント照明方式をいう。 

 

４－６ 特定建築物の所有者は、次に掲げる事項に配慮し、照明設

備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 照明器具の点検、清掃等により、採用した照明器具の照明

効率を維持すること。 

(2) 照明設備の作動状況の点検等により、採用した照明設備の

制御方法の維持保全をすること。 

(3) 保守管理に配慮して採用した設置方法の維持保全をするこ

と。 

(4) 照明設備の配置、照度、室等の形状、内装仕上げ等の維持

保全をすること。 

 

５ 給湯設備に係るエネルギーの効率的利用 

５－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、給湯設備に係るエ

ネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 配管経路の短縮、配管の断熱等に配慮した適切な配管設備

計画を策定すること。 

(2) 適切な給湯設備の制御方法を採用すること。 

(3) エネルギーの利用効率の高い熱源システムを採用するこ

と。 

５－２ 建築物に設ける給湯設備（返湯管を有する中央熱源方式の

給湯設備に限る。以下５－２から５－５までにおいて同じ。）

に関して５－１に掲げる事項に係る措置が的確に実施されて

いるかどうかについての判断は、５－３によるものとする。た

だし、延べ面積が 5,000 平方メートル以下の建築物に設ける給

湯設備に関しては、５－３によるほか５－４によることがで

 

 

 

 

４－５ 特定建築物の所有者は、次に掲げる事項に配慮し、照明設

備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 照明器具の点検、清掃等により、採用した照明器具の照明

効率を維持すること。 

(2) 照明設備の作動状況の点検等により、採用した照明設備の

制御方法の維持保全をすること。 

(3) 保守管理に配慮して採用した設置方法の維持保全をするこ

と。 

(4) 照明設備の配置、照度、室等の形状、内装仕上げ等の維持

保全をすること。 

 

５ 給湯設備に係るエネルギーの効率的利用 

５－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、給湯設備に係るエ

ネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 配管経路の短縮、配管の断熱等に配慮した適切な配管設備

計画を策定すること。 

(2) 適切な給湯設備の制御方法を採用すること。 

(3) エネルギーの利用効率の高い熱源システムを採用するこ

と。 

５－２ 建築物に設ける給湯設備に関して５－１に掲げる事項に

係る措置が的確に実施されているかどうかについての判断は、

５－３によるものとする。ただし、延べ面積が 5,000 平方メー

トル以下の建築物に設ける給湯設備に関しては、５－３による

ほか５－４によることができる。 
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き、かつ、延べ面積が 2,000 平方メートル未満の建築物に設け

る給湯設備に関しては、５－３及び５－４によるほか、５－

５によることができる。 

５－３ 建築物に設ける給湯設備が１年間に消費するエネルギー

の量(以下「給湯消費エネルギー量」という。)で熱量に換算し

たものを、同期間における当該建築物の仮想給湯負荷で除して

得た数値が、別表第１(へ)欄の各項に掲げる数値以下となるよ

うにするものとする。この場合において、エネルギーの量の熱

量への換算は、別表第３の左欄に掲げるエネルギーにあっては

同表の右欄に掲げる数値(エネルギー利用効率化設備等を設置

することにより同表の右欄に掲げる数値を下回る数値が算定

できる場合においては、当該数値)によるものとし、その他の

エネルギーにあっては組成等の実況によるものとするほか、給

湯消費エネルギー量及び仮想給湯負荷は、次の(1)及び(2)に定

めるところによるものとする。 

(1) 給湯消費エネルギー量は、次のイからハまでに掲げる機器

によって１年間に消費されるエネルギーの量を合計したもの

とすること。 

イ ボイラーその他の給湯用熱源機器 

ロ 循環ポンプ 

ハ その他給湯設備の種類に応じて必要となる機器  

(2) 仮想給湯負荷は、使用箇所ごとに次の式によって計算した

仮想給湯負荷を合計したものとすること。 

Ｌ＝4.2Ｖ×(Ｔ1-Ｔ2) 

この式において、Ｌ、Ｔ1 及びＴ2 は、それぞれ次の数値を

表すものとする 

Ｌ 仮想給湯負荷(単位 キロジュール)  

Ｖ 使用湯量(単位 リットル) 

Ｔ1 使用湯温(単位 摂氏度). 

 

 

 

５－３ 建築物に設ける給湯設備が１年間に消費するエネルギー

の量(以下「給湯消費エネルギー量」という。)で熱量に換算し

たものを、同期間における当該建築物の仮想給湯負荷で除して

得た数値が、別表第１(へ)欄の各項に掲げる数値以下となるよ

うにするものとする。この場合において、エネルギーの量の熱

量への換算は、別表第３の左欄に掲げるエネルギーにあっては

同表の右欄に掲げる数値(エネルギー利用効率化設備等を設置

することにより同表の右欄に掲げる数値を下回る数値が算定

できる場合においては、当該数値)によるものとし、その他の

エネルギーにあっては組成等の実況によるものとするほか、給

湯消費エネルギー量及び仮想給湯負荷は、次の(1)及び(2)に定

めるところによるものとする。 

(1) 給湯消費エネルギー量は、次のイからハまでに掲げる機器

によって１年間に消費されるエネルギーの量を合計したもの

とすること。 

イ ボイラーその他の給湯用熱源機器 

ロ 循環ポンプ 

ハ その他給湯設備の種類に応じて必要となる機器  

(2) 仮想給湯負荷は、使用箇所ごとに次の式によって計算した

仮想給湯負荷を合計したものとすること。 

Ｌ＝4.2Ｖ×(Ｔ1-Ｔ2) 

この式において、Ｌ、Ｔ1 及びＴ2 は、それぞれ次の数値を

表すものとする 

Ｌ 仮想給湯負荷(単位 キロジュール)  

Ｖ 使用湯量(単位 リットル) 

Ｔ1 使用湯温(単位 摂氏度). 
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Ｔ2 地域別給水温(単位 摂氏度 

５－４ 延べ面積が 5,000 平方メートル以下の建築物に設ける給

湯設備のうちエネルギーの使用上主要なものに関しては、次の

(1)から(5)までに掲げる評価点の合計に、70 を加えた数値が

100 以上となるようにするものとする。 

(1) 配管設備計画に関する評価点は、各項目に係る措置状況に

応じてそれぞれ次の表に掲げる点数(一の項目に係る措置状況

が二以上に該当するときは、当該点数のうち最も高いもの)を

合計したものとする。 

 

   項 目                措置状況 点 数

すべてについて保温仕様１を採用    30 

すべてについて保温仕様１又は保温仕様２

を採用 

  20 

すべてについて保温仕様１、保温仕様２又

は保温仕様３を採用 

  10 

循環配管の保

温 

上記に掲げるもの以外   ０ 

バルブ及びフランジの全数を保温 10 

バルブ及びフランジの半数以上を保温   ５ 

循環配管に係

るバルブ及び

フランジの保

温 

上記に掲げるもの以外   ０ 

すべてについて保温仕様１を採用   ６ 

すべてについて保温仕様１又は保温仕様２

を採用 

  ４ 

すべてについて保温仕様１、保温仕様２又

は保温仕様３を採用 

  ２ 

一次側配管の

保温 

上記に掲げるもの以外   ０ 

一次側配管の バルブ及びフランジの全数を保温   ２ 

Ｔ2 地域別給水温(単位 摂氏度 

５－４ ５－２のただし書に掲げる給湯設備のうちエネルギーの

使用上主要なものに関しては、次の(1)から(5)までに掲げる評

価点の合計に、70 を加えた数値が 100 以上となるようにする

ものとする。 

(1) 配管設備計画に関する評価点は、各項目に係る措置状況に

応じてそれぞれ次の表に掲げる点数(一の項目に係る措置状況

が二以上に該当するときは、当該点数のうち最も高いもの)を

合計したものとする。 

 

   項 目                措置状況 点 数

すべてについて保温仕様１を採用    30 

すべてについて保温仕様１又は保温仕様２

を採用 

  20 

すべてについて保温仕様１、保温仕様２又

は保温仕様３を採用 

  10 

循環配管の保

温 

上記に掲げるもの以外   ０ 

バルブ及びフランジの全数を保温 10 

バルブ及びフランジの半数以上を保温   ５ 

循環配管に係

るバルブ及び

フランジの保

温 

上記に掲げるもの以外   ０ 

すべてについて保温仕様１を採用   ６ 

すべてについて保温仕様１又は保温仕様２

を採用 

  ４ 

すべてについて保温仕様１、保温仕様２又

は保温仕様３を採用 

  ２ 

一次側配管の

保温 

上記に掲げるもの以外   ０ 

一次側配管の バルブ及びフランジの全数を保温   ２ 
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ランジの保温 

すべてについて空気調和を行う室又は当該

室に囲まれた空間に設置し、経路を最短化

、かつ、管径を最小化 

  ３ 

すべてについて空気調和を行う室又は当該

室に囲まれた空間に設置 

  ２ 

すべてについて経路を最短化、かつ、管径

を最小化 

  １ 

循環配管の経

路及び管径 

上記に掲げるもの以外   ０ 

すべてについて経路を最短化、かつ、管径

を最小化 

  １ 先止まり配管

の経路及び管

径 上記に掲げるもの以外   ０ 

すべてについて空気調和を行う室又は当該

室に囲まれた空間に設置 

  １ 一次側配管の

経路 

上記に掲げるもの以外   ０ 

１ 「循環配管」とは、給湯配管のうち往き管と還り管が組み合

わされた複管式の配管をいう。 

２ 「先止まり配管」とは、給湯配管のうち往き管だけの単管式

の配管をいう。 

３ 「一次側配管」とは、熱源と給湯用熱交換器を循環する熱媒

のための配管をいう。 

４ 「保温仕様１」とは、管径が40ミリメートル未満の配管にあ

っては、保温材の厚さが30ミリメートル以上、管径が40ミリメ

ートル以上125ミリメートル未満の配管にあっては、保温材の

厚さが40ミリメートル以上、管径が125ミリメートル以上の配

管にあっては、保温材の厚さが50ミリメートル以上とした仕様

をいう。 

５ 「保温仕様２」とは、管径が50ミリメートル未満の配管にあ

っては、保温材の厚さが20ミリメートル以上、管径が50ミリメ

ランジの保温

すべてについて空気調和を行う室又は当該

室に囲まれた空間に設置し、経路を最短化

、かつ、管径を最小化 

  ３ 

すべてについて空気調和を行う室又は当該

室に囲まれた空間に設置 

  ２ 

すべてについて経路を最短化、かつ、管径

を最小化 

  １ 

循環配管の経

路及び管径 

上記に掲げるもの以外   ０ 

すべてについて経路を最短化、かつ、管径

を最小化 

  １ 先止まり配管

の経路及び管

径 上記に掲げるもの以外   ０ 

すべてについて空気調和を行う室又は当該

室に囲まれた空間に設置 

  １ 一次側配管の

経路 

上記に掲げるもの以外   ０ 

１ 「循環配管」とは、給湯配管のうち往き管と還り管が組み合

わされた複管式の配管をいう。 

２ 「先止まり配管」とは、給湯配管のうち往き管だけの単管式

の配管をいう。 

３ 「一次側配管」とは、熱源と給湯用熱交換器を循環する熱媒

のための配管をいう。 

４ 「保温仕様１」とは、管径が40ミリメートル未満の配管にあ

っては、保温厚が30ミリメートル以上、管径が40ミリメートル

以上125ミリメートル未満の配管にあっては、保温厚が40ミリ

メートル以上、管径が125ミリメートル以上の配管にあっては

、保温厚が50ミリメートル以上としたものをいう。 

 

５ 「保温仕様２」とは、管径が50ミリメートル未満の配管にあ

っては、保温厚が20ミリメートル以上、管径が50ミリメートル
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ートル以上125ミリメートル未満の配管にあっては、保温材の

厚さが25ミリメートル以上、管径が125ミリメートル以上の配

管にあっては、保温材の厚さが30ミリメートル以上とした仕様

をいう。 

６ 「保温仕様３」とは、管径が125ミリメートル未満の配管に

あっては、保温材の厚さが20ミリメートル以上、管径が125ミ

リメートル以上の配管にあっては、保温材の厚さが25ミリメー

トル以上とした仕様をいう。 

７ 「保温材」とは、熱伝導率(単位１メートル１度につきワッ

ト)が0.044以下の材料をいう。 

     

(2) 給湯設備の制御の方法に関する評価点は、各項目に係る措

置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数(一の項目に係る

措置状況が二以上に該当するときは、当該点数のうち最も高い

もの)を合計したものとする。 

 

    項 目                   措置状況 点 数 

給湯負荷に応じて流量制御又は台

数制御を採用 

２ 

給湯負荷に応じて給湯循環を停止

させる制御の方法を採用 

１ 

循環ポン

プの制御

の方法 

上記に掲げるもの以外 ０ 

共用部の洗面所の給水栓の数の80 

パーセント以上に対して、自動給水

栓を採用 

共用部の洗面所

の給水栓による

使用湯量を全使

用湯量で除した

値に40を乗じて

得た値 

共用部の

洗面所給

水栓の制

御の方法 

上記に掲げるもの以外  ０ 

っては、保温厚が20ミリメートル以上、管径が50ミリメートル

以上125ミリメートル未満の配管にあっては、保温厚が25ミリ

メートル以上、管径が125ミリメートル以上の配管にあっては

、保温厚が30ミリメートル以上としたものをいう。 

６ 「保温仕様３」とは、管径が125ミリメートル未満の配管に

あっては、保温厚が20ミリメートル以上、管径が125ミリメー

トル以上の配管にあっては、保温厚が25ミリメートル以上とし

たものをいう。 

７ 「保温材」とは、熱伝導率(単位１メートル１度につきワッ

ト)が0.044以下の材料をいう。 

 

(2) 給湯設備の制御の方法に関する評価点は、各項目に係る措

置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数(一の項目に係る

措置状況が二以上に該当するときは、当該点数のうち最も高い

もの)を合計したものとする。 

 

    項 目                   措置状況 点 数 

給湯負荷に応じて流量制御又は台

数制御を採用 

２ 

給湯負荷に応じて給湯循環を停止

させる制御の方法を採用 

１ 

循環ポン

プの制御

の方法 

上記に掲げるもの以外 ０ 

共用部の洗面所の給水栓の数の80 

パーセント以上に対して、自動給水

栓を採用 

共用部の洗面所

の給水栓による

使用湯量を全使

用湯量で除した

値に40を乗じて

得た値 

共用部の

洗面所給

水栓の制

御の方法 

上記に掲げるもの以外  ０ 
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すべてのシャワーに対して、節水型

の自動温度調整器付きシャワーを

採用 

シャワーによる

使用湯量を全使

用湯量で除した

値に25を乗じて

得た値 

シャワー

の制御の

方法 

上記に掲げるもの以外  ０ 

     

(3) 熱源機器の効率に関する評価点は、措置状況に応じてそれ

ぞれ次の表に掲げる点数(措置状況が二以上に該当するとき

は、当該点数のうち最も高いもの)とする。 

 

                       措置状況 点 数 

熱源機器の効率が90 パーセント以上 15 

熱源機器の効率が85 パーセント以上90パーセント

未満 

10 

熱源機器の効率が80 パーセント以上85 パーセン

ト未満 

５ 

熱源機器の効率が80 パーセント未満 ０ 

 「熱源機器の効率」とは、定格加熱能力をエネルギーの種別に

応じて別表第３の数値により熱量に換算した消費熱量で除した

値をいう。 

   

(4) 太陽熱を熱源として利用する場合の評価点は、太陽熱利用

熱量(単位 １年につきキロジュール)を給湯負荷(単位 １年

につきキロジュール)で除した値に 100 を乗じて得た値とす

る。 

(5) 給水を予熱する場合の評価点は、予熱により上昇する水温

の年間平均(単位 摂氏度)を使用湯温(単位 摂氏度)と地域

別給水温の年間平均(単位 摂氏度)の温度差で除した値に100

すべてのシャワーに対して、節水型

の自動温度調整器付きシャワーを

採用 

シャワーによる

使用湯量を全使

用湯量で除した

値に25を乗じて

得た値 

シャワー

の制御の

方法 

上記に掲げるもの以外  ０ 

     

(3) 熱源機器の効率に関する評価点は、措置状況に応じてそれ

ぞれ次の表に掲げる点数(措置状況が二以上に該当するとき

は、当該点数のうち最も高いもの)とする。 

 

                       措置状況 点 数 

熱源機器の効率が90 パーセント以上 15 

熱源機器の効率が85 パーセント以上90パーセント

未満 

10 

熱源機器の効率が80 パーセント以上85 パーセン

ト未満 

５ 

熱源機器の効率が80 パーセント未満 ０ 

 「熱源機器の効率」とは、定格加熱能力をエネルギーの種別に

応じて別表第３の数値により熱量に換算した消費熱量で除した

値をいう。 

   

(4) 太陽熱を熱源として利用した場合の評価点は、太陽熱利用

熱量(単位 １年につきキロジュール)を給湯負荷(単位 １年

につきキロジュール)で除した値に 100 を乗じて得た値とす

る。 

(5) 給水を予熱した場合の評価点は、予熱により上昇する水温

の年間平均(単位 摂氏度)を使用湯温(単位 摂氏度)と地域

別給水温の年間平均(単位 摂氏度)の温度差で除した値に100
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を乗じて得た値とする。 

５－５ 延べ面積 2,000 平方メートル未満の建築物に設ける給湯

設備のうちエネルギーの使用上主要なものに関しては、次の

(1)から(5)までに掲げる評価点の合計に、80 を加えた数値が

100 以上となるようにするものとする。 

(1) 配管設備計画に関する評価点は、措置状況に応じてそれぞ

れ次の表に掲げる点数（一の項目に係る措置状況が二以上に該

当するときは、当該点数の最も高いもの）を合計したものとす

る。 

措置状況 点数 

すべての循環配管について保温仕様１又は保温仕様２を採

用 

20 

すべての循環配管について保温仕様１、保温仕様２又は保

温仕様３を採用 

10 

一次配管に保温仕様１又は保温仕様２を採用 ４ 

一次配管に保温仕様１、保温仕様２又は保温仕様３を採用 ２ 

循環配管もしくは一次側配管に設けるバルブ及びフランジ

に保温仕様３を採用 

２ 

循環配管及び一次側配管の経路長及び管径は最小としてい

る 

２ 

先止まり配管の経路長及び管径は最小としている １ 

１ 「循環配管」とは、給湯配管のうち往き管と還り管が組み合わ

された複管式の配管をいう。 

２ 「先止まり配管」とは、給湯配管のうち往き管だけの単管式の

配管をいう。 

３ 「一次側配管」とは、熱源と給湯用熱交換器を循環する熱媒の

ための配管をいう。 

４ 「保温仕様１」とは、管径が 40 ミリメートル未満の配管にあ

っては、保温材の厚さが 30 ミリメートル以上、管径が 40 ミリ

を乗じて得た値とする。 
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メートル以上 125 ミリメートル未満の配管にあっては、保温材の

厚さが 40 ミリメートル以上、管径が 125 ミリメートル以上の配

管にあっては、保温材の厚さが 50 ミリメートル以上とした仕様

をいう。 

５ 「保温仕様２」とは、管径が 50 ミリメートル未満の配管にあ

っては、保温材の厚さが 20 ミリメートル以上、管径が 50 ミリ

メートル以上 125 ミリメートル未満の配管にあっては、保温材の

厚さが 25 ミリメートル以上、管径が 125 ミリメートル以上の配

管にあっては、保温材の厚さが 30 ミリメートル以上とした仕様

をいう。 

６ 「保温仕様３」とは、管径が 125 ミリメートル未満の配管にあ

っては、保温材の厚さが 20 ミリメートル以上、管径が 125 ミリ

メートル以上の配管にあっては、保温材の厚さが 25 ミリメート

ル以上とした仕様をいう。 

７ 「保温材」とは、熱伝導率(単位１メートル1度につきワット)

が0.044以下の材料をいう。 

 

(2) 給湯設備の制御の方法に関する評価点は、措置状況に応じ

て次の表に掲げる点数とする。 

措置状況 点数 

循環ポンプについては、給湯負荷に応じた流量制御又

は台数制御、発停運転などの制御方式を採用 

２ 

共用部の洗面所の給水栓には、自動給水栓を採用 ２ 

節水型の自動温度調整器付きシャワーを採用 ５ 

(3) 潜熱回収型給湯機もしくはヒートポンプ式給湯機を採用し

ている場合の評価点は、10とする。 

(4) 太陽熱を熱源として利用する場合の評価点は、10とする。

(5) 給水を予熱する場合の評価点は、５とする。 

５－６ 特定建築物の所有者は、次に掲げる事項に配慮し、給湯設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－５ 特定建築物の所有者は、次に掲げる事項に配慮し、給湯設



- 41 - 

備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 配管の点検、補修等により、エネルギーの損失が増大しな

いよう採用した配管設備の維持保全をすること。 

(2) 熱源機器、ポンプ等の作動状況の点検等により、採用した

給湯設備の制御方法の維持保全をすること。 

(3) 熱源システムの点検等により、採用した熱源システムのエ

ネルギーの利用効率を維持すること。 

 

６ 昇降機に係るエネルギーの効率的利用 

６－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、昇降機に係るエネ

ルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 適切な昇降機の制御方式を採用すること。 

(2) エネルギーの利用効率の高い駆動方式を採用すること。 

(3) 必要な輸送能力に応じた適切な設置計画を採用すること。

６－２ 建築物(別表第１(1)項及び(4)項に掲げる用途に供するも

のに限る。以下６－２から６－４までにおいて同じ。)に設け

る昇降機のうちエレベーター（設置台数が３台以上のものに限

る。以下６－２から６－４までにおいて同じ）に関して６－１

に掲げる事項に係る措置が的確に実施されているかどうかに

ついての判断は、６－３によるものとする。ただし、延べ面積

が 5,000 平方メートル以下の建築物に設ける昇降機のうちエ

レベーターに関しては、６－３によるほか６－４によることが

できる。 

６－３ 建築物に設けるエレベーターが１年間に消費するエネル

ギーの量(以下「エレベーター消費エネルギー量」という。)

で熱量に換算したものを、同期間における当該建築物の仮想エ

レベーター消費エネルギー量で熱量に換算したもので除して

得た数値が、別表第１(と)欄の各項に掲げる数値以下となるよ

うにするものとする。この場合において、エネルギーの量の熱

備に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 配管の点検、補修等により、エネルギーの損失が増大しな

いよう採用した配管設備の維持保全をすること。 

(2) 熱源機器、ポンプ等の作動状況の点検等により、採用した

給湯設備の制御方法の維持保全をすること。 

(3) 熱源システムの点検等により、採用した熱源システムのエ

ネルギーの利用効率を維持すること。 

 

６ 昇降機に係るエネルギーの効率的利用 

６－１ 建築主等は、次に掲げる事項に配慮し、昇降機に係るエネ

ルギーの効率的利用を図ること。 

(1) 適切な昇降機の制御方式を採用すること。 

(2) エネルギーの利用効率の高い駆動方式を採用すること。 

(3) 必要な輸送能力に応じた適切な設置計画を採用すること。

６－２ 建築物(別表第１(1)項及び(4)項に掲げる用途に供するも

のに限る。以下６－２及び６－３において同じ。)に設ける昇

降機のうちエレベーターに関して６－１に掲げる事項に係る

措置が的確に実施されているかどうかについての判断は、６－

３によるものとする。ただし、延べ面積が 5,000 平方メート

ル以下の建築物に設ける昇降機のうちエレベーターに関して

は、６－３によるほか６－４によることができる。 

 

 

６－３ 建築物に設けるエレベーターが１年間に消費するエネル

ギーの量(以下「エレベーター消費エネルギー量」という。)

で熱量に換算したものを、同期間における当該建築物の仮想エ

レベーター消費エネルギー量で熱量に換算したもので除して

得た数値が、別表第１(と)欄の各項に掲げる数値以下となるよ

うにするものとする。この場合において、エネルギーの量の熱



- 42 - 

量への換算は、別表第３の左欄に掲げるエネルギーにあっては

同表の右欄に掲げる数値(エネルギー利用効率化設備等を設置

することにより同表の右欄に掲げる数値を下回る数値が算定

できる場合においては、当該数値)によるものとし、その他の

エネルギーにあっては組成等の実況によるものとするほか、エ

レベーター消費エネルギー量及び仮想エレベーター消費エネ

ルギー量は、次の(1)及び(2)に定めるところによるものとす

る。 

(1) エレベーター消費エネルギー量は、次の式によって各エレ

べーターについて計算したエレベーター消費電力量を合計し

たものとすること。 

ＥT＝Ｌ×Ｖ×ＦT×Ｔ／860 

この式において、ＥT、Ｌ、Ｖ、ＦT 及びＴは、それぞれ次の数

値を表すものとする。 

ＥT エレベーター消費電力量(単位 キロワット時) 

Ｌ   積載質量(単位 キログラム) 

Ｖ   定格速度(単位 １分間につきメートル) 

ＦT  速度制御方式に応じてそれぞれ次の表に掲げる係数(特

別の調査又は研究の結果に基づいて算出する場合にお

いては、当該算出による係数によることができる。) 

Ｔ   年間運転時間(単位 時間)  

 

                       速 度 制 御 方 式 係 数 

可変電圧可変周波数制御方式(電力回生制御あり) 1/45 

可変電圧可変周波数制御方式(電力回生制御なし) 1/40 

静止レオナード方式 1/35 

ワードレオナード方式 1/30 

交流帰還制御方式 1/20 

  

量への換算は、別表第３の左欄に掲げるエネルギーにあっては

同表の右欄に掲げる数値(エネルギー利用効率化設備等を設置

することにより同表の右欄に掲げる数値を下回る数値が算定

できる場合においては、当該数値)によるものとし、その他の

エネルギーにあっては組成等の実況によるものとするほか、エ

レベーター消費エネルギー量及び仮想エレベーター消費エネ

ルギー量は、次の(1)及び(2)に定めるところによるものとす

る。 

(1) エレベーター消費エネルギー量は、次の式によって各エレ

べーターについて計算したエレベーター消費電力量を合計し

たものとすること。 

ＥT＝Ｌ×Ｖ×ＦT×Ｔ／860 

この式において、ＥT、Ｌ、Ｖ、ＦT 及びＴは、それぞれ次の数

値を表すものとする。 

ＥT エレベーター消費電力量(単位 キロワット時) 

Ｌ   積載質量(単位 キログラム) 

Ｖ   定格速度(単位 １分間につきメートル) 

ＦT  速度制御方式に応じてそれぞれ次の表に掲げる係数(特

別の調査又は研究の結果に基づいて算出する場合にお

いては、当該算出による係数によることができる。) 

Ｔ   年間運転時間(単位 時間)  

 

                       速 度 制 御 方 式 係 数 

可変電圧可変周波数制御方式(電力回生制御あり) 1/45 

可変電圧可変周波数制御方式(電力回生制御なし) 1/40 

静止レオナード方式 1/35 

ワードレオナード方式 1/30 

交流帰還制御方式 1/20 
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(2) 仮想エレベーター消費エネルギー量は、各エレベーターに

ついて計算した仮想エレベーター消費電力量に輸送能力係数

を乗じて得た数値を合計したものとすること。この場合におい

て、仮想エレベーター消費電力量及び輸送能力係数は、次のイ

及びロに定めるところによるものとすること。 

イ 仮想エレベーター消費電力量は、次の式によって計算した

ものとすること。 

ＥS＝Ｌ×Ｖ×ＦS×Ｔ／860  

この式において、ＥS、Ｌ、Ｖ、ＦS 及びＴは、それぞれ次の

数値を表すものとする。 

ＥS  仮想エレベーター消費電力量(単位 キロワット時) 

Ｌ   積載質量(単位 キログラム) 

Ｖ   定格速度(単位 １分間につきメートル) 

ＦS  速度制御方式による係数(1/40) 

Ｔ   年間運転時間(単位 時間) 

ロ 輸送能力係数は、次の式によって計算したものとすること。

ただし、別表第１(4)項に掲げる用途に供する建築物で当該建

築物の階数が４以下又は床面積の合計が 4,000 平方メートル

以下の場合には平均運転間隔(単位 秒)を 30 で除した数値

(平均運転間隔が 30 秒以上の場合においては、１)とすること

ができる。 

 

Ｍ＝Ａ1/Ａ2 

この式において、Ｍ、Ａ1及びＡ2は、それぞれ次の数値を表

すものとする。 

Ｍ 輸送能力係数 

Ａ1 当該建築物の用途及び実況に応じてそれぞれ次の表に

掲げる標準輸送能力 

Ａ2 ５分間輸送可能人数をエレベーター利用人口で除した

(2) 仮想エレベーター消費エネルギー量は、各エレベーターに

ついて計算した仮想エレベーター消費電力量に輸送能力係数

を乗じて得た数値を合計したものとすること。この場合におい

て、仮想エレベーター消費電力量及び輸送能力係数は、次のイ

及びロに定めるところによるものとすること。 

イ 仮想エレベーター消費電力量は、次の式によって計算した

ものとすること。 

ＥS＝Ｌ×Ｖ×ＦS×Ｔ／860  

この式において、ＥS、Ｌ、Ｖ、ＦS 及びＴは、それぞれ次の

数値を表すものとする。 

ＥS  仮想エレベーター消費電力量(単位 キロワット時) 

Ｌ   積載質量(単位 キログラム) 

Ｖ   定格速度(単位 １分間につきメートル) 

ＦS  速度制御方式による係数(1/40) 

Ｔ   年間運転時間(単位 時間) 

ロ 輸送能力係数は、次の式によって計算したものとすること。

ただし、別表第１(4)項に掲げる用途に供する建築物で当該建

築物の階数が４以下又は床面積の合計が 4,000 平方メートル

以下の場合には平均運転間隔(単位 秒)を 30 で除した数値

(平均運転間隔が 30 秒以上の場合においては、１)と、同表(1)

項に掲げる用途に供する建築物でエレベーターの台数が 2 台

以下の場合には１とすることができる。 

Ｍ＝Ａ1/Ａ2 

この式において、Ｍ、Ａ1及びＡ2は、それぞれ次の数値を表

すものとする。 

Ｍ 輸送能力係数 

Ａ1 当該建築物の用途及び実況に応じてそれぞれ次の表に

掲げる標準輸送能力 

Ａ2 ５分間輸送可能人数をエレベーター利用人口で除した
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計画輸送能力 

 

当該建築物の用途 当該建築物の実況 標準輸送能力

１社専用のものである場

合 

     0.25 別表第１(4)項に掲げ

る用途 

その他の場合      0.20 

別表第１(1)項に掲げ

る用途 

         ―      0.15 

 

６－４ 延べ面積が 5,000 平方メートル以下の建築物に設けるエ

レベーターのうちエネルギーの使用上主要なものに関しては、

次の表に掲げるエレベーターの制御に関する評価点の合計に、

80 を加えた数値が 100 以上となるようにするものとする。 

 

 

措置状況 点数 

可変電圧可変周波数制御方式（電力回生制御あり）を

１台以上採用 

40 

可変電圧可変周波数制御方式（電力回生制御なし）を

１台以上採用 

20 

上記に掲げるもの以外 ０ 

 

（削除） 

 

 

６－５ 特定建築物の所有者は、次に掲げる事項に配慮し、昇降機

に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

  (1) 昇降機の作動状況の点検等により、採用した昇降機の制御

方式の維持保全をすること。 

計画輸送能力 

 

当該建築物の用途 当該建築物の実況 標準輸送能力

１社専用のものである場

合 

     0.25 別表第１(4)項に掲げ

る用途 

その他の場合      0.20 

別表第１(1)項に掲げ

る用途 

         ―      0.15 

 

６－４ ６－２のただし書に掲げるエレベーターのうちエネルギ

ーの使用上主要なものに関しては、次の(1)及び(2)に掲げる評

価点の合計に、80 を加えた数値が 100 以上となるようにする

ものとする。 

(1) エレベーターの制御方式に関する評価点は、措置状況に応

じて次の表に掲げる点数とする。 

措置状況 点数 

可変電圧可変周波数制御方式（電力回生制御あり）を

１台以上採用 

40 

可変電圧可変周波数制御方式（電力回生制御なし）を

１台以上採用 

20 

上記に掲げるもの以外 ０ 

 

(2) エレベーターの設置台数に関する評価点は、エレベーターの

設置台数が３台未満は10、３台以上の場合は０とする。 

 

６－５ 特定建築物の所有者は、次に掲げる事項に配慮し、昇降機

に係るエネルギーの効率的利用を図ること。 

  (1) 昇降機の作動状況の点検等により、採用した昇降機の制御

方式の維持保全をすること。 
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  (2) 駆動装置の点検等により、採用した駆動方式のエネルギー

の利用効率を維持すること。 

 

別表第１ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(い) ホテ

ル等 

病院

等 

物品販

売業を

営む店

舗等 

事務

所等 

学校

等 

飲食店

等 

集会

所等 

工場

等 

(ろ) 420 

ただ

し、

寒冷

地域

にあ

って

は

470。 

340 

ただ

し、寒

冷地

域に

あっ

ては

370。 

380 300 320 550 550 - 

(は) 2.5 2.5 1.7 1.5 1.5 2.2 2.2 - 

(に) 1.0 1.0 0.9 1.0 0.8 1.5 1.0 - 

(ほ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

(へ) 0＜Ｉx≦7の場合 1.5 

7＜Ｉx≦12 の場合 1.6 

12＜Ｉx≦17 の場合 1.7 

17＜Ｉx≦22 の場合 1.8 

22＜Ｉx の場合 1.9 

 

(と) 1.0 - - 1.0 - - - - 

  (2) 駆動装置の点検等により、採用した駆動方式のエネルギー

の利用効率を維持すること。 

 

別表第１ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(い) ホテ

ル等

病院

等 

物品販

売業を

営む店

舗等 

事務

所等 

学校

等 

飲食店

等 

集会

所等 

工場

等 

(ろ) 420 340 380 300 320 550 550 - 

(は) 2.5 2.5 1.7 1.5 1.5 2.2 2.2 - 

(に) 1.0 1.0 0.9 1.0 0.8 1.5 1.0 - 

(ほ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

(へ) 0＜Ｉx≦7の場合 1.5 

7＜Ｉx≦12 の場合 1.6 

12＜Ｉx≦17 の場合 1.7 

17＜Ｉx≦22 の場合 1.8 

22＜Ｉx の場合 1.9 

    

(と) 1.0 - - 1.0 - - - - 
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１ 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用

の状況に関してこれらに類するものをいう。 

２ 「病院等」とは、病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホー

ムその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するも

のをいう。 

３ 「物品販売業を営む店舗等」とは、百貨店、マーケットそ

の他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものを

いう。 

４ 「事務所等」とは、事務所、官公署、図書館、博物館その

他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをい

う。 

５ 「学校等」とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等

専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状

況に関してこれらに類するものをいう。 

６ 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーそ

の他エネルギーの使 用の状況に関してこれらに類するもの

をいう。 

７ 「集会所等」とは、公会堂、集会場、ボーリング場、体育

館、劇場、映画館、 ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状

況に関してこれらに類するものをいう。 

８ 「工場等」とは、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、

倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の

状況に関してこれらに類するものをいう。 

９ この表において、Ｉxは、給湯に係る循環配管及び一次側配

管の長さの合計(単位 メートル)を全使用湯量(単位 立方

メートル)の日平均値で除した値とする。 

 

別表第２ 

               平均階床面積 

１ 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用

の状況に関してこれらに類するものをいう。 

２ 「病院等」とは、病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホー

ムその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するも

のをいう。 

３ 「物品販売業を営む店舗等」とは、百貨店、マーケットそ

の他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものを

いう。 

４ 「事務所等」とは、事務所、官公署、図書館、博物館その

他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをい

う。 

５ 「学校等」とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等

専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状

況に関してこれらに類するものをいう。 

６ 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーそ

の他エネルギーの使 用の状況に関してこれらに類するもの

をいう。 

７ 「集会所等」とは、公会堂、集会場、ボーリング場、体育

館、劇場、映画館、 ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状

況に関してこれらに類するものをいう。 

８ 「工場等」とは、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、

倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の

状況に関してこれらに類するものをいう。 

９ この表において、Ｉxは、給湯に係る循環配管及び一次側配

管の長さの合計(単位 メートル)を全使用湯量(単位 立方

メートル)の日平均値で除した値とする。 

 

別表第２ 

               平均階床面積 
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50平方メー

トル以下の

場合 

100平方メ

ートルの

場合 

200平方メ

ートルの

場合 

300平方メー

トル以上の

場合 

１ 2.40 1.68 1.32 1.20 地階を

除く階

数 

 ２以

上 

2.00 1.40 1.10 1.00 

平均床面積がこの表に掲げる数値の中間値である場合において

は、規模補正係数は、近傍の規模補正係数を直線的に補間した

数値とする。 

 

別表第３ 

重 油 １リットルにつき41,000 キロジュール 

灯 油 １リットルにつき37,000 キロジュール 

液化石油ガス １キログラムにつき50,000 キロジュール 

他人から供給

された熱（蒸

気、温水、冷

水） 

１キロジュールにつき1.36キロジュール 

電 気 １キロワット時につき9,760キロジュール(夜間

買電(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第

１項第２号に規定する一般電気事業者より22時

から翌日８時までの間に電気の供給を受けるこ

とをいう。)を行う場合においては、昼間買電(

同号に規定する一般電気事業者より8時から22時

までの間に電気の供給を受けることをいう。) の

消費電力量については１キロワット時につき

9,970キロジュールと、夜間買電の消費電力量に

ついては１キロワット時につき9,280キロジュー

ルとすることができる。) 

50平方メー

トル以下の

場合 

100平方メ

ートルの

場合 

200平方メ

ートルの

場合 

300平方メー

トル以上の

場合 

１ 2.40 1.68 1.32 1.20 地階を

除く階

数 

 ２以

上 

2.00 1.40 1.10 1.00 

平均床面積がこの表に掲げる数値の中間値である場合において

は、規模補正係数は、近傍の規模補正係数を直線的に補間した

数値とする。 

 

別表第３ 

重 油 １リットルにつき41,000 キロジュール 

灯 油 １リットルにつき37,000 キロジュール 

液化石油ガス １キログラムにつき50,000 キロジュール 

他人から供給

された熱（蒸

気、温水、冷

水） 

１キロジュールにつき1.36キロジュール 

電 気 １キロワット時につき9,760キロジュール(夜間

買電(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第

１項第２号に規定する一般電気事業者より22時

から翌日８時までの間に電気の供給を受けるこ

とをいう。)を行う場合においては、昼間買電(

同号に規定する一般電気事業者より8時から22時

までの間に電気の供給を受けることをいう。) の

消費電力量については１キロワット時につき

9,970キロジュールと、夜間買電の消費電力量に

ついては１キロワット時につき9,280キロジュー

ルとすることができる。) 
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